
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方 

 
 

凡 例 

 

本「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」においては、以下の略称を用いています。 

 

正 式 名 称 略 称 

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融

商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律（令和２年法

律第 50 号） 

改正法 

資金決済に関する法律 資金決済法 

資金決済に関する法律施行令 資金決済法施行令 

前払式支払手段に関する内閣府令 前払式支払手段府令 

資金移動業者に関する内閣府令 資金移動業者府令 

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 出資法 

個人情報の保護に関する法律 個人情報保護法 

犯罪による収益の移転防止に関する法律 犯罪収益移転防止法 

資金決済に関する法律施行令第三十条第四項の規定に基づき、同

条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限

を定める件 

長官権限告示 

事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係 ２ 預り金関係） 事務ガイドライン（預り金） 

事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係 ５ 前払式支払手段

発行者関係） 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者） 

事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係 14 資金移動業者関

係） 

事務ガイドライン（資金移動業者） 

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラ

イン 

マネロンガイドライン 

金融審議会決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキ

ング・グループ 

決済・仲介 WG 

金融審議会決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキ

ング・グループ報告（2019 年 12 月 20 日） 

決済・仲介 WG報告 
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●法令関係 

No. コメントの概要 金融庁の考え方 

 ●資金移動業に係る制度整備 

 ▼資金移動業の定義 

１ 資金決済法第 36 条の２に「為替取引・・・を業

として営むこと」とあるが、「業として」の解釈を

明らかにされたい。例えば、５万円以下の為替取

引を反復継続して行うことは、第三種資金移動業

に該当するため、第一種資金移動業や第二種資金

移動業の登録を得ていたとしても、第三種資金移

動業の登録を得ていない場合には、認められない

のか。 

第一種資金移動業又は第二種資金移動業の登

録を受けた資金移動業者が、第三種資金移動業の

登録を受けることなく、５万円以下の為替取引を

行うことは可能です。 

なお、第一種資金移動業又は第二種資金移動業

として行う為替取引については、その金額にかか

わらず、それぞれ第一種資金移動業又は第二種資

金移動業に係る規制を遵守する必要があります。 

 ▼登録・認可の申請、変更の届出等 

２ 資金移動業者府令第５条において、登録申請書

の記載事項から「各営業日における未達債務の

額・・・の算出時点及びその算出方法」が削除さ

れているが、削除の理由をご教示いただきたい。 

ご指摘の記載事項については、「資金移動業の

内容及び方法」（資金決済法第38条第１項第８号）

の一部と位置付けることとし（資金移動業者府令

別紙様式第１号及び第２号）、資金移動業者府令

第５条においては削除したものです。  

３ 登録申請書の添付書類に登記事項証明書があ

るが、令和２年 10月 26 日から提出不要になって

いる。添付書類から削除しないのか。 

令和２年 12 月 23 日付で公表しているとおり、

法令に基づき登記事項証明書の添付を求めてい

る申請等については、法務省の登記情報システム

から登記事項証明書を取得することとするため、

同年 10 月 26 日より、申請者による登記事項証明

書の添付を不要としているものです。 

登記事項証明書が、法令に基づき添付を求める

べき書類であることには変わりありませんので、

原案のとおりとさせていただきます。 

４ 「その他第一種資金移動業の適正かつ確実な

遂行を確保するための重要な事項」（資金移動業

者府令第９条の３第６号、別紙様式第９号の３）

とは、具体的にどのようなものを想定している

か。 

各資金移動業者のビジネスモデルを踏まえて

判断されるべきものと考えますが、例えば、第一

種資金移動業に加えて、第二種資金移動業又は第

三種資金移動業を併営する場合においては、併営

により生じる弊害を防止するための措置等がこ

れに該当し得るものと考えます。 

５ 例えば第一種資金移動業と第二種資金移動業

を営んでいる資金移動業者が、第二種資金移動業

の全部廃止を行った場合、これに伴って登録簿の

変更が必要になると思われるが、廃止した種別の

資金移動業に係る算定期間や供託期限の削除を

行う場合、資金移動業者府令第９条の９第２号又

は第３号に該当するか。 

ご指摘の変更は、いずれも資金移動業の種別の

変更に伴うものであり、資金移動業者府令第９条

の９に規定する変更には該当しません（同条柱

書）。 
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６ 資金決済法、資金移動業者府令及び長官権限告

示によれば、事業者が第一種資金移動業を新たに

営もうとするときには、資金決済法第 38 条の規

定に基づき登録申請書を財務局長等に提出し登

録を受けるとともに、資金決済法第 40 条の２第

１項に掲げる事項を記載した業務実施計画を定

めて、認可申請書に当該業務実施計画及び当該業

務実施計画に関し参考となる事項を記載した書

類を添付して金融庁長官に提出しなければなら

ないとされている。事業者が第一種資金移動業を

営もうとするときは、管轄財務局長等に資金移動

業の登録申請書を提出するとともに、業務実施計

画書を添付した認可申請書について管轄財務局

長等を経由して金融庁長官に提出しなければな

らないのか。その場合、事業者の当局への説明等

に当たり、登録申請書は財務局で説明、業務実施

計画等を金融庁で説明というように別々に説明

しなければならないのか。例えば、事業者が財務

局と金融庁に一緒に説明できるよう窓口を一本

化するなどの対応は可能か。 

申請書等の提出先については貴見のとおりで

す。個々の申請への対応については、ご意見も踏

まえ、できる限り効率的な審査に努めてまいりま

す。 

７ 資金移動業者府令第 42 条第１項では、標準処

理期間として２か月と規定されているが、実際、

各類型において、相談開始から登録の完了までど

れくらいの時間がかかる想定かご教示いただき

たい。 

相談・申請内容等に応じて差が生じてくるもの

と考えられることから、一概に回答することは困

難ですが、できる限り効率的な審査に努めてまい

ります。 

８ 資金移動業者府令第９条の２に規定する業務

実施計画書の認可申請書を提出してから第一種

資金移動業の認可を得るまでどのくらいの期間

を要するか。 

標準処理期間は２か月以内です（資金移動業者

府令第 42条第１項）。 

 ▼履行保証金の供託 

９ 資金移動業者府令第11条第４項第２号に関し、

第二種資金移動業についても、自社の責によらな

い相手国の休日、システム障害、氏名等の相違な

どの理由により未達債務算出時点において、一時

的に未達債務が膨らむ場合がある。そのような場

合も供託期限までの間に未達債務が解消するこ

とが多い。 

そのため、第二種資金移動業についても、供託

期限等を第一種資金移動業と同じ条件にしてい

る場合は、同号の適用を認めていただきたい。 

第一種資金移動業については、「資金の移動に

関する事務を処理するために必要な期間」を超え

る利用者資金の滞留を認めない厳格な滞留規制

が課されていることを踏まえ、未達債務の額の算

出について、事後的に未達債務の額を減額するこ

とができる例外的な取扱いを認めることとした

ものです。 

他方で、第二種資金移動業については、こうし

た厳格な滞留規制が課されていないことを踏ま

えれば、第二種資金移動業に係る未達債務の額の
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算出について、第一種資金移動業と同様の例外的

な取扱いを認めることは、利用者保護等の観点か

ら適当ではないと考えられることから、原案のと

おりとさせていただきます。 

10 資金決済法施行令第 17 条において、履行保証

金の取戻しについて金融庁長官の承認を要する

点に変更はないと見受けられる。決済・仲介 WG 報

告では、「供託金の取戻し」、「保全契約における保

証枠の減額」、「信託契約による保全の開始」を例

に当局の関与が多い仕組みとの指摘がなされ、

「保全契約における保証枠の減額」及び「信託契

約による保全の開始」については事前承認制から

事前届出制に変更されている（資金移動業者府令

第 17条及び第 18 条）。「供託金の取戻し」につい

ても同様に届出制としていただきたい。 

供託金の取戻しをしようとする者は、供託物払

渡請求書に「取戻しをする権利を有することを証

する書面」を添付することが求められています

（供託規則第 25 条第１項）。供託金の円滑な取戻

しのためには、履行保証金取戻承認書をもって当

該「取戻しをする権利を有することを証する書

面」とすることが必要と考えられることから、供

託金の取戻しについては、引き続き金融庁長官の

承認を要することとしています。 

 ▼履行保証金保全契約 

11 現行では履行保証金保全契約の解除について

金融庁長官の承認が必要とされているのに対し

て、資金移動業者府令第 17 条では履行保証金保

全契約の全部解除について届出が必要とされて

いる。改正後は、履行保証金保全契約の一部解除

については届出も不要との理解でよいか。 

貴見のとおりです。 

12 銀行等の預金取扱金融機関や保険会社以外に、

「割賦販売法第三十五条の四第一項に規定する

指定を受けた者で、当該履行保証金保全契約に係

る事業につき同法第三十五条の九ただし書の承

認を受けた者」（以下「割賦販売法承認受領者」）

が、資金移動業者との間で履行保証金保全契約を

締結することができる旨を規定している（資金決

済法施行令第 16 条第２項第２号）。しかし、この

ようにした場合には、預金取扱金融機関や保険会

社に課せられているバーゼル規制等の健全性基

準の適用を受けない者が資金移動業に係る保全

を行うこととなり、資金移動業の利用者が引き受

ける信用リスクが増大する可能性がある。 

加えて、現行法上、割賦販売法承認受領者は、

銀行や保険会社が提供するディスクロージャー

誌等類似の方法によりその財務情報を公衆に縦

覧させることが義務化されていない。この点から

も、銀行や保険会社が履行保証金保全契約を締結

資金決済法施行令第 16 条第２項第２号につい

ては、前払式支払手段発行者に対する規制と資金

移動業者に対する規制を整合的なものとするた

めに規定の整備を行ったものです。 

現行制度上、前払式支払手段発行者に対して利

用者に情報提供することを求めていない事項に

ついて、資金移動業者に対してのみ利用者に情報

提供することを求めることとはしていませんが、

資金移動業者の自主的な判断により、利用者保護

の観点から情報提供事項を充実させることは望

ましい対応と考えます。 

なお、前払式支払手段発行者及び資金移動業者

は、保全契約の相手方について、利用者に情報提

供する必要があります（前払式支払手段府令第 23

条の２第１項第２号及び資金移動業者府令第 29

条の２第２号）。 
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することに比べて、割賦販売法承認受領者が履行

保証金保全契約を締結することには、資金移動業

者の利用者がその引き受ける信用リスクを確認

するための難易度に相当の質的な差異が存在す

る。 

したがって、資金移動業者府令第 29 条の２第

１項第６号の内容として、資金移動業者が割賦販

売法承認受領者との間で履行保証金保全契約を

締結する場合には、当該割賦販売法承認受領者の

財務情報その他財務の健全性にかかる情報及び

その財務監査の結果にかかる情報を得るための

方法等を記載しなければならない旨を監督指針

の中で規定するべきではないか。 

 ▼履行保証金信託契約 

13 現行の資金移動業者府令上は履行保証金信託

契約の解除について金融庁長官の承認が必要と

されているのに対して、資金移動業者府令第21条

の２では履行保証金信託契約の全部解除につい

て届出が必要とされている。改正後は、履行保証

金信託契約の一部解除については届出も不要と

の理解でよいか。 

貴見のとおりです。 

14 改正前の資金移動業者府令第 19 条第８号及び

第９号が削除されたのは、信託会社等の負担を軽

減する趣旨との理解でよいか。改正後において

は、信託会社等の信託受託者は、これらの号に規

定されていた事項をモニタリングする義務まで

は求められないとの理解でよいか。 

貴見のとおりです。 

15 金融商品取引業者が資金移動業を行う場合、金

融商品取引法第 43 条の２第２項に定める信託に

係る契約（資金決済法第 45 条第２項に定める要

件を満たすものに限る。）をもって履行保証金信

託契約とみなすことは可能か。 

履行保証金信託契約については、資金移動業者

府令第 19 条において、例えば、資金移動業者が

行う為替取引の利用者を受益者とすることや、供

託命令に応じて遅滞なく信託財産を換価して供

託すること等を内容とすることが求められてお

り、こうした要件は、金融商品取引法第 43 条の

２第２項に規定する信託の要件と両立しないも

のと考えます。 

 ▼最低要履行保証額（資金決済法施行令第 14 条） 

16 最低要履行保証額に関し、第一種資金移動業に

ついては 1,000 万円、第二種資金移動業について

は 500 万円、第三種資金移動業（資金決済法施行

令第 14 条第２号に定めるものを除く。）について

「資金移動業者が営む資金移動業の種別・・・

の数」（資金決済法施行令第 14条第１号）は、「第

一種」、「第二種」、「第三種」の「一」、「二」、「三」

の数字を指すものではなく、例えば、第一種資金
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は 333 万円になるとの理解でよいか。この理解で

問題ないとすると、第二種資金移動業及び第三種

資金移動業の最低要履行保証額が現行法の 1,000

万円という金額よりも少額となることになる。ス

タートアップ企業や中小企業等にとっては財政

的負担を抑えることができるため好意的に受け

止められると思われる一方で、利用者保護の観点

からは最低要履行保証額を減額することについ

ては問題視する指摘も予想されるが、この点につ

いては金融庁としてどのように考えているのか。 

移動業と第二種資金移動業を営む資金移動業者

は、２つの種別を営むことから、種別の数は２と

なります。 

したがって、預貯金等管理割合を 10 割として

第三種資金移動業を営む場合を除き、いかなる種

別であれ、１つの種別のみを営む場合の最低要履

行保証額は 1,000 万円となり、２つの種別を営む

場合の最低要履行保証額は種別ごとに500万円ず

つで合計 1,000 万円、３つの種別を営む場合の最

低要履行保証額は種別ごとに333万円ずつで合計

999 万円となります。 

このように、保全を前提に利用者から資金を受

け入れる場合に最低要履行保証額（約）1,000 万

円を求めるこれまでの考え方に変わりはありま

せん。 

17 資金決済法施行令第 14 条柱書で「次の各号に

掲げる資金移動業の種別・・・の区分に応じ」と

しながら、同条各号は「資金移動業の区分」では

なく、「資金移動業者の区分」に応じて場合分けし

ているのは法令の過誤ではないか。「資金移動業

の区分」は、資金決済法第 38 条第１項第７号が

規定する通り、「第一種資金移動業」、「第二種資金

移動業」、「第三種資金移動業」の３つであり、「第

三種資金移動業・・・（その資金移動業者が営む第

三種資金移動業の預貯金等管理割合・・・が百分

の百である場合に限る。）」といった「資金移動業

の区分」は存在しない。 

資金決済法施行令第 14 条各号の区分は、資金

移動業の種別が主たる考慮要素となっており、過

誤には当たらないと考えられることから、原案の

とおりとさせていただきます。 

 ▼預貯金等による管理（資金移動業者府令第 21条の３） 

18 

 

「法第四十五条の二第一項により管理しなけ

ればならないものとされている金銭であること

がその名義により明らかなものに限る」（資金移

動業者府令第 21 条の３第１号及び第２号）とあ

るが、具体的な表記として想定されているものを

ご教示いただけないか。また、根拠となる条文等

も名義にて示す必要があるかについても併せて

ご教示いただけないか。 

資金決済法第 45 条の２第１項の規定により預

貯金等管理方法による管理がなされている口座

であることが分かる名義であれば、特定の対応を

求めるものではないので、各資金移動業者におい

て適切に判断されるべきものと考えますが、例え

ば、「株式会社●● 預貯金等管理口」等が考えら

れます。 

19 金銭信託の「名義」（資金移動業者府令第 21条

の３第２号）とは、具体的に何を記載すればよい

か。 

信託設定された金銭を管理する口座の名義を

記載することが考えられます。 

 ▼履行保証金の供託等に係る特例 
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20 資金決済法第 58 条の２第１項及び資金決済法

施行令第 17 条の３第１項による読替後の資金決

済法第 43 条第２項を読むと、第三種資金移動業

を含む複数の種別の資金移動業を営む資金移動

業者が、第三種資金移動業に係る未達債務の一部

につき法第 45 条の２第１項の規定の適用を受け

て預貯金等による管理を行い、他の一部について

供託を行う場合に、第三種資金移動業について資

金決済法第 58 条の２の規定の適用を受けて一括

供託をすることは排除されていないようだが、そ

の理解でよいか。 

貴見のとおりです。 

21 特例適用開始日において特例対象資金移動業

ごとに供託していた履行保証金については、一括

供託した履行保証金とみなす旨の規定（資金決済

法第 58 条の２第２項）があるが、特例対象資金

移動業ごとに締結していた履行保証金保全契約

や履行保証金信託契約についてはこのような規

定はない。特例適用開始日以降も履行保証金保全

契約又は履行保証金信託契約に基づく信託によ

り供託に代えたい場合には、同条第１項の届出書

の提出前に、特例適用開始日以降の特例対象資金

移動業の要履行保証額をカバーできる履行保証

金保全契約等を別途締結しておく必要があるか。 

特例適用開始日において、特例対象資金移動業

に係る保全契約の効力が生じ、又は特例対象資金

移動業に係る信託契約に基づく信託がなされて

いれば保全不足とはならないため、必ずしも資金

決済法第 58 条の２第１項の届出書の提出前にこ

れらの契約を締結しておくことは求められてい

ないものと考えます。 

22  「算定期間、基準日等及び供託期限が同一であ

る者」（資金決済法第 58条の２第１項）と規定さ

れているが、第一種資金移動業と第二種資金移動

業を兼営する場合に同項の届出書を提出した場

合、資金移動業者府令第 11 条第４項第２号の規

定を第二種資金移動業についても適用可能と考

えてよいか。 

複数の種別の資金移動業を営む資金移動業者

は、原則として、種別ごとに保全すべき要履行保

証額を供託する必要がありますが、資金決済法第

58 条の２第１項の規定は、算定期間、基準日等及

び供託期限が同一である種別については、一括し

て供託することができる特例を設けているもの

です。ただし、この特例を活用していたとしても、

未達債務の額は、それぞれの種別ごとに算出する

必要があり、第二種資金移動業に係る未達債務の

額の算出に当たり、資金移動業者府令第 11 条第

４項第２号が適用されることはありません。 

 ▼利用者に対する情報の提供（資金移動業者府令第 29条の２） 

23 「書面の交付その他の適切な方法」（資金移動

業者府令第 29 条の２柱書）について、具体的な

提供方法として想定されているものをご教示い

ただけないか。例えば、契約書や約款において提

供することのほか、現行の資金決済法に基づき利

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－２

－１－１（１）①に記載しているとおり、取引形

態に応じた説明態勢を整備することが求められ

ます。その前提が確保されるのであれば、ご指摘
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用者への情報提供が求められる事項と併せてホ

ームページ上などで表示する方法で足りるか。 

のようなホームページ上で必要な情報を提供す

る方法も認められるものと考えます。 

なお、ご指摘の「契約書や約款において提供す

る」方法については、特に契約書や約款その内容

が多岐にわたっているような場合には、適切に情

報提供が行われる態勢といえるかどうか、利用者

の目線に立って、よく検討する必要があるものと

考えます。 

 ▼第二種資金移動業に係る体制整備（資金移動業者府令第 30 条の２第１項） 

24 資金移動業者府令第 30 条の２、事務ガイドラ

イン（資金移動業者）Ⅳ－１－１の記載ぶりから

すると、受入資金の額が100万円を超えるまでは、

為替取引に用いられるものであるかの調査は求

められていないとの理解でよいか。 

第二種資金移動業を営む資金移動業者は、利用

者１人当たりの受入額が100万円を超えている場

合に、利用者から受け入れた資金が為替取引に用

いられるものであるかどうかを確認するための

体制整備義務が課されることとなります。 

他方で、利用者１人当たりの受入額が 100 万円

以下である場合には、こうした体制整備義務は課

されませんが、利用者から受け入れた資金の金額

の多寡にかかわらず、資金移動業者が為替取引と

無関係に利用者から資金を受け入れた場合には、

出資法の預り金規制に抵触するおそれがあると

考えられることは、従前と変わりありません。 

25 「利用者の資金・・・が為替取引に用いられる

ものであるかどうかを確認する」に際して、利用

者の主観的な事情（例えば、当該資金を為替取引

に用いるつもりであるか等）を当該利用者に直接

確認することは、必ずしも求められていないとい

う認識でよいか。 

一利用者（送金人）から複数の受取人に対する

送金を予定し、予め送金資金を受け入れて資金移

動サービスを提供する場合には、「各利用者に対

して負担している為替取引・・・に関する債務の

額が、令第十二条の二第一項に規定する額を超え

る」頻度が高いため、利用者にとって送金資金を

受け入れる度に確認を受ける負担は大きいもの

と思料する。 

資金移動業者府令第 30 条の２第１項に規定す

る体制は、各資金移動業者のビジネスモデルを踏

まえつつ、規定の趣旨に照らして実効性のあるも

のとなるように整備されるべきものであり、特定

の対応の有無により問題の有無が決まる画一的

な規制ではないことから、資金移動業者における

確認のみならず、必ず利用者に確認しなければな

らないというものではありません。 

また、確認の結果、為替取引に用いられる蓋然

性が低いと判断された場合には、同条第２項に規

定する「当該資金を保有しないための措置」の対

象となります。 

なお、同条第１項の規定による確認がなされた

ものであるかどうかや金額の多寡にかかわらず、

資金移動業者が為替取引と無関係に利用者から

資金を受け入れた場合には、出資法の預り金規制

に抵触するおそれがあると考えられることは、従

前と変わりありません。 

26 「利用者の資金が・・・為替取引に用いられる

ものであるかどうか」の確認は資金移動業者にお

いて行うことで足り、同確認において為替取引に

用いられる蓋然性が低いと判断された場合に初

めて、「当該資金を保有しないための措置」（資金
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移動業者府令第 30 条の２第２項）を講じる態勢

となっていればよいか。 

27 利用者の資金のうち一部（例えば、利用者の過

去の取引実績（取引件数、取引金額、受取人数な

ど）から合理的に予測し利用者の資金が今後６か

月分の送金資金に相当する額を超えた額等）を

「利用者から受け入れた資金のうち為替取引に

用いられることがないと認められるもの」と判断

した場合には、当該一部のみを当該利用者へ返還

すれば足りるという認識でよいか。 

一利用者（送金人）から複数の受取人に対する

送金を予定し、予め送金資金を受け入れて資金移

動サービスを提供する場合には、利用者の資金の

うち全部を当該利用者へ返還しなければならな

いとすると、利用者から改めて送金資金を受け入

れるまでの間、受取人が資金を受け取ることがで

きない等の不利益が生じるものと思料する。 

ご指摘のように、利用者から受け入れた資金の

一部についてのみ為替取引に用いられることが

ないと認められる場合には、当該一部の資金を当

該利用者へ返還すれば足りるものと考えます。 

なお、資金移動業者府令第 30 条の２第１項に

規定する体制は、各資金移動業者のビジネスモデ

ルを踏まえつつ、規定の趣旨に照らして実効性の

あるものとなるように整備されるべきものであ

り、ご指摘のように「今後６か月分の送金資金に

相当する額」の滞留であれば問題がないといった

画一的な規制ではありません。 

28 「利用者の資金・・・が為替取引に用いられる

ものであるかどうか」を判断するに際して、資金

移動業者は、利用者の客観的な事情（例えば、一

利用者（送金人）から複数の受取人に対する送金

を予定し、予め送金資金を受け入れて資金移動サ

ービスを提供する場合には、利用者の過去の取引

実績（取引件数、取引金額、受取人数など）から

合理的に予測し利用者の資金が今後何か月分の

送金資金に相当するか等）を考慮する必要がある

という認識でよいか。 

資金移動業者府令第 30 条の２第１項に規定す

る体制は、各資金移動業者のビジネスモデルを踏

まえつつ、規定の趣旨に照らして実効性のあるも

のとなるように整備されるべきものであり、特定

の対応の有無により問題の有無が決まる画一的

な規制ではないことから、一概に回答することは

困難ですが、ご指摘の「客観的な事情」は、いず

れも、利用者から受け入れた資金が為替取引に用

いられるものであるかどうかを判断するための

考慮要素となり得るものと考えます。 

29 資金移動業者府令第 30 条の２、事務ガイドラ

イン（資金移動業者）Ⅳ－１－１に関して、同条

の確認・措置が求められる場合、利用者資金と為

替取引との関連性を判断するに当たっては、利用

者ごとに①受入額、②受入期間、③送金実績、④

利用目的を総合考慮とあるが、例えば、利用者資

金の受入は送金目的に限ること及び一定の受入

資金額の上限を利用規約に定めた上で、当該利用

者において一定期間に１回以上の送金（決済）が

行われている限り、当該受入資金は送金のための

資金と扱って差し支えないか。 

資金移動業者府令第 30 条の２第１項に規定す

る体制は、各資金移動業者のビジネスモデルを踏

まえつつ、規定の趣旨に照らして実効性のあるも

のとなるように整備されるべきものであり、特定

の対応の有無により問題の有無が決まる画一的

な規制ではないことから、一概に回答することは

困難です。いずれにせよ、事務ガイドライン（資

金移動業者）Ⅳ－１－１（注２）に記載している

とおり、利用者資金が為替取引に用いられるもの

であるかを適時適切に確認する態勢が整備され

ていることが重要と考えます。  

30 「利用者の資金が・・・為替取引に用いられる

ものであるかどうか」の確認において、例えば、

ご指摘の「ユーザーのアカウントの下に紐づ

く、特定の支払目的のみに使用することを前提と
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ユーザーのアカウントの下に紐づく、特定の支払

目的のみに使用することを前提としたウォレッ

トを作り、そのウォレットから元のアカウントに

資金を戻すことを原則として許容しない設計と

した場合、当該ウォレットに入れられた資金は為

替取引に用いられる蓋然性が高いと解釈できる

と考えるが、どうか。また、利用者からの情報提

供に誤りがあったことによって判断を正確に行

えなかった場合には、資金移動業者の責任は問わ

れないと解してよいか。 

したウォレット」の詳細が必ずしも明らかではあ

りませんが、当該ウォレットへの入金後に利用実

績がない場合もあると考えられることから、利用

者から受け入れた資金が為替取引に用いられる

ものであるかどうかを確認する必要性がなくな

るものではないと考えます。 

なお、資金移動業者府令第 30 条の２第１項の

規定は、あくまで資金移動業者に体制整備義務を

課すものであり、例えば、ご指摘のように利用者

から正確な情報提供がなかったために、結果とし

て正確な判断を行うことができなかったものが

あったとしても、実効性のある体制が整備されて

いるのであれば、同項の規定に違反するものでは

ないと考えます。 

31 滞留資金の為替取引との関連性有無に関する

「総合考慮」（事務ガイドライン（資金移動業者）

Ⅳ－１－１）の恣意性に対する牽制や出資法の預

り金規制の徹底、利用者への不測の損害発生防止

の観点から、為替取引との関連性を確認する方法

については、別紙様式第１号において社内規則等

を添付する等、当局の届出の対象となっていると

いう理解でよいか。仮にそうでない場合、届出の

対象にすることが必要ではないか。その上で、為

替取引との関連性の確認方法の脆弱性やリスク

に着目して当局によるモニタリング、実態確認を

行うべきではないか。 

資金移動業者の登録申請時に提出が求められ

る添付書類の１つとして「資金移動業に関する社

内規則等」（資金移動業者府令第６条第 13 号）が

掲げられているところ、利用者から受け入れた資

金が為替取引に用いられるものであるかを確認

する体制に係る社内規則等も、これに該当するも

のと考えます。 

なお、事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅳ－

１－１においては、具体的な確認方法、判断基準、

対応方法について規定した社内規則等を定めて

いるかを着眼点として記載しています。 

32 実効的なモニタリング及び必要に応じた規制

の在り方の検討の要否の明確化の観点から、決

済・仲介 WG で貴庁によって示されていた資金移

動業者の利用者１人当たりの残高の分布につい

ては、継続的に集計の上、これを統計情報として

公表してはいかがか。 

貴重なご意見として承ります。 

改正後の資金決済法の施行状況については、頂

いたご意見も参考に、資金移動業者の業務の実態

を踏まえつつ、適切な検証のあり方を検討してま

いります。 

 ▼為替取引に用いられることがないと認められる利用者の資金を保有しないための措置（資金移動

業者府令第 30条の２第２項） 

33 資金移動業者府令第 30 条の２第２項は、第二

種資金移動業者に対して課せられる同条第１項

に基づく体制整備義務とは区別されるものであ

り、資金移動業者は、同条第２項に基づいて、利

用者資金と為替取引の関連性を積極的に確認す

る義務を負うものではないとの理解でよいか。 

資金移動業者府令第30条の２第２項の規定は、

資金移動業者が為替取引と無関係に利用者から

資金を受け入れた場合には、出資法の預り金規制

に抵触するおそれがあるとの従前から示されて

いた考え方を踏まえ、その種別にかかわらず、資

金移動業の適正な遂行を確保する観点から新設
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したものです。したがって、従前からの考え方を

踏まえ、資金移動業を適正に遂行している資金移

動業者であれば、この規定により何らかの追加的

な対応が必要となるものではないと考えます。 

34 「当該資金を保有しないための措置」として想

定しているものはあるか。 

例えば、利用者が資金移動業者から物品を購入

し、又は役務の提供を受ける場合の代金支払に充

当すること等が考えられます。 

35 利用者への返還は、「当該資金を保有しないた

めの措置」としての例示にすぎず、登録銀行口座

の設定のない顧客に対しては店頭やATMでの受取

りなど、個別のサービス内容や利用者の属性に応

じた措置も許容される、という理解でよいか。 

ご指摘の事例はいずれも「当該資金を保有しな

いための措置」に該当し得るものと考えますが、

「前払式支払手段との交換」については、資金移

動業の利用者にとっては、前払式支払手段の購入

後は、換金が不可となり、事業者に対する利用者

資金の保全義務が全額から半額になるといった

不利益が生じるものと考えられるため、利用者の

保護及び資金移動業の適正な遂行を確保する観

点から、利用者からの明確な意思表示を受けて行

うことが適当と考えます。 

36 「当該資金を保有しないための措置」として、

利用者に促して残高を決済に利用をさせること

や、商品やサービスと引き換えること（前払式支

払手段との交換を含む）など、為替取引に係る未

達債務を消滅させる施策はいずれも含まれると

いう理解でよいか。 

37 資金移動業者府令第 30 条の２に関して、資金

移動業の滞留規制との関係で、残高に応じてポイ

ントを付与することは、資金の滞留を促すことに

なるため、滞留規制の趣旨に反するものとなると

いう理解になるか。 

利用者資金残高に利息に相当するようなポイ

ント等の経済的なインセンティブを付与するこ

とは、資金移動業者府令第 30 条の２の規定との

関係で、為替取引に用いられる見込みがない資金

を受け入れることになりかねないほか、事務ガイ

ドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－２－１－１

（５）（注）に記載しているとおり、出資法の預り

金規制に抵触するおそれがあるものと考えます。 

38 資金移動口座の受入金額が、第二種資金移動業

の送金上限である100万円を超えていない場合で

あっても、規制の対象になりうるように記載され

ている。現状案では、条文解釈上、口座金額１円

から規制対象になる可能性が残り、休眠ユーザー

の数円の資金滞留についてまで銀行振込等の手

数料を負担して返金対応を要請されるリスクが

ある。そのため、金融庁の裁量次第で、資金移動

事業者は将来にわたり過大な規制を課されるリ

スクが残る。 

今後のガイドライン改正等に伴う滞留規制違

反による業務改善命令を受ける可能性があるこ

と等を勘案し、またこれまでの決済・仲介 WG に

おける議論も踏まえ、資金移動業者府令第 30 条

 資金移動業者府令第30条の２第２項の規定は、

資金移動業者が為替取引と無関係に利用者から

資金を受け入れた場合には、出資法の預り金規制

に抵触するおそれがあるとの従前から示されて

いた考え方を踏まえ、その種別にかかわらず、資

金移動業の適正な遂行を確保する観点から新設

したものです。したがって、従前からの考え方を

踏まえ、資金移動業を適正に遂行している資金移

動業者であれば、この規定により何らかの追加的

な対応が必要となるものではないと考えます。 

なお、第一種資金移動業については、資金の移

動先等に係る具体的な指図を伴わない利用者資

金の受入れや「資金の移動に関する事務を処理す

るために必要な期間」を超える利用者資金の滞留
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の２において受入金額が100万円以下の場合には

資金移動業者は積極的な対応（為替取引に用いら

れるものではないかの確認や資金払出措置等）が

不要であることを明確化してほしい。 

を不可とする行為規制が課されていますが、こう

した行為規制の実効性を確保するためにも、同項

の措置を求めることは、資金移動業の適正な遂行

を確保する観点から意義のあるものと認識して

おります。 

また、第三種資金移動業については、利用者資

金の受入額が５万円以下に限定されているとは

いえ、為替取引と無関係に利用者から資金を受け

入れることが認められているわけではないこと

から、規定の必要性がないとは認識しておりませ

ん。 

39 資金移動業者府令第 30 条の２第１項では、第

二種資金移動業者は、利用者の資金が為替取引に

用いられるものであるかの確認をするための体

制を整備する必要があるとされている。なぜな

ら、第一種資金移動業者や第三種資金移動業者の

ような、定性的な上限金額が定められていないか

らだと考える。つまり逆に言えば、第三種資金移

動業者に関しては、政令で上限金額が定められて

いるのであるから、これを守り一定程度以上の残

高を保有しなければ、リスクを低減する設計が確

保できると解釈されていると考えられる。しか

し、第２項では、既に上限金額が課せられており

低リスクな類型として創設される第三種移動業

者に対しても、「滞留」の確認義務が課せられてい

るのである。そもそも、既に低リスクなサービス

として設計されている第三種移動業において、更

に確認義務を行うことで生じるリスク低減の効

果は大きくないと考える。一方で、確認義務を履

行することは、事業者としては膨大な手間とコス

トがかかる。第２項の措置を第三種移動業者に課

したとして、それにより滞留を防いで利用者のリ

スクを更に低減しそれにより生じるメリットと、

措置を実行することにより事業者に生じるコス

トと煩雑化するオペレーションのバランスを考

えると、メリットは増大する事業者の負担を正当

化できるほどではないと考える。事業者として、

第２項を削除してほしい。 

40 決済・仲介 WG報告において、「現行規制を前提

に事業を行う事業者（第２類型）への対応」とし

て利用者資金の滞留について言及されている（決

済・仲介 WG報告８頁）。他方、資金移動業者府令

第 30 条の２第２項においては、種別を問わず、

また、利用者１人当たりの受入額が送金上限額を

超えているか否かにかかわらず、措置を講じる必

要があるように読める。第１項と第２項を書き分

けずに、例えば「資金移動業者（第二種資金移動
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業を営む者に限る。）・・・令 12条の２第１項に規

定する額を超える場合であって為替取引に用い

られる蓋然性が低いときは、為替取引に用いられ

るものであるかを確認し、為替取引に用いられる

ものではないと明らかに認められるものについ

て、利用者への返還その他の当該資金を保有しな

いための措置を講じなければならない。」と規定

すべきではないか。当然為替取引に用いられるも

のではないと認められるものについては返還等

を行う必要があるが、第一種資金移動業はそもそ

も資金の預かりはできないし、第三種資金移動業

は５万円なので実際に規定化する必要性は低い。

決済・仲介 WG 報告の記載に忠実に規定していた

だきたい。 

 ▼利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置（資金移動業

者府令第 30 条の３） 

41 資金移動業者が、前払式の送金業務と後払式

（立替払式）の送金業務を営んでいる場合、立替

払は貸付けや手形割引ではないことから、ある利

用者から受領したもののすぐには使用しない送

金資金を、他の利用者の立替払式の送金資金に流

用しても、資金移動業者府令第 30 条の３が適用

されないという理解でよいか。 

 「貸付け又は手形の割引」に該当しないもので

あれば、資金移動業者府令第 30 条の３の規定の

適用を受けるものではありませんが、事務ガイド

ライン（資金移動業者）Ⅱ－２－２－１－１（６）

に記載しているとおり、資金移動業者には、資金

移動業を適正かつ確実に遂行することが求めら

れていることを踏まえれば、利用者から受け入れ

た資金について、貸付以外の使途であれば自由に

活用して良いというわけではなく、利用者からの

指図に円滑に対応していくために十分な流動性

を確保するとともに、容易に毀損することがない

よう管理する必要があります。 

42 限界事例として想定されているものがあれば

ご教示いただきたい。例えば、貸金事業を行って

いる資金移動業者が、資金を貸付け等に用いず自

身の貸金事業の運営費として利用することは「利

用者から受け入れた資金を原資として貸付け・・・

を行う」には該当しないと解してよいか。 

 ▼二以上の種別の資金移動業を営む場合に必要な措置（資金移動業者府令第 30条の４） 

43 「利用状況」（資金移動業者府令第 30 条の４第

１項）に関し、債務の額のほか具体的に何を想定

されているか。 

各資金移動業者が、そのビジネスモデルを踏ま

えつつ、利用者にとって必要な情報を検討すべき

ものと考えますが、例えば、直近の一定期間にお

ける資金移動業の種別ごとの為替取引の利用実

績等が考えられます。 

44 「容易に知ることができるようにするための

措置」（資金移動業者府令第 30条の４第１項）に

関し、利用者から請求されたら当該利用者に対し

てのみ遅滞なく開示するという対応は、認められ

るか。 

ご指摘の「遅滞なく」の程度が必ずしも明らか

ではなく、情報の内容と利用者の利便とのバラン

スを踏まえて判断されるべきものと考えますが、

基本的には、利用者が必要な情報を直ちに把握で

きるようにする対応を想定しています。 
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 「第二種資金移動業に係る為替取引に関する

債務・・・を第一種資金移動業に係る為替取引に

関する債務に変更すること」（資金移動業者府令

第 30 条の４第２項）は禁止されているが、海外

からの被仕向送金で、受取人に支払うべき「第一

種資金移動業に係る為替取引に関する債務」を

「第二種資金移動業に係る為替取引に関する債

務」にすることによって履行することは、禁止さ

れているものではないことを念のため確認した

い。 

ご質問の趣旨が必ずしも明らかではありませ

んが、送金人が送金のために第一種資金移動業を

利用し、受取人が送金された資金を第二種資金移

動業のアカウントで受け取ることを禁止する法

令上の規定はありません。 

なお、第二種資金移動業を営む資金移動業者

は、利用者１人当たりの受入額が 100 万円を超え

ている場合に、資金移動業者府令第 30 条の２第

１項の規定による体制整備義務が課されること

となります。 

 ▼損失補償方針を利用者以外の者に周知するための適切な措置（資金移動業者府令第 31条第４号） 

45 

 

資金移動業の利用者に対する損失補償その他

の対応方針を周知することは必要と思うが、資金

移動業の利用者でない方（資金決済法の対象でな

い方）も含めて、その損失補償その他の対応方針

を周知するのは資金決済法の適用外にはならな

いか。 

利用者以外の方に当該方針を周知することに

より期待しているものは何か。 

利用者以外の方に対する補償まで行う方針は

なかなか書けず、簡潔に言ってしまうと「補償で

きない」ことを明確にする意味・狙いは何か。 

資金移動業者の業務の内容及び方法に照らし、

利用者以外の者にも損失が発生するおそれがあ

るような場合には、予め補償の方針等を周知して

おくことは、資金移動業の適正な遂行を確保する

観点から必要な対応であると認識しております。 

また、資金移動業者に係る自主規制機関である

一般社団法人日本資金決済業協会が令和２年 12

月３日に制定した「銀行口座との連携における不

正防止に関するガイドライン」においても、銀行

の預金者に不利益が生じることのないよう予め

提携銀行等との間で預金者保護を最優先とした

補償の方針を合意しておく必要があることや、補

償の方針について提携銀行等と協力の上周知す

る必要があることが明記されているものと承知

しております。  

 ▼未達債務の額等に関する報告書 

46 特例対象資金移動業について一括供託等が認

められているのと同様、未達債務の額等に関する

報告書も種別ごとの作成ではなく、一括での作成

を許容いただきたい。 

特例対象資金移動業については、一括供託が認

められていますが、保全すべき額の内訳は、種別

ごとに算出した要供託額の合計額であり、種別ご

との要供託額は、一括供託をやめる場合に種別ご

との保全額を算出するために必要な計数となり

ます（資金移動業者府令第 36条の２第５項）。監

督当局として、こうした計数を含む種別ごとの業

務状況を適切に把握する必要があることから、未

達債務の額等に関する報告書においては種別ご

との計数を記載する必要があります。 

47 現行では半期に一度であった未達債務の額等

に関する報告が、改正後は四半期ごととなった背

景をご教示いただきたい。 

今回の改正では、利用者資金の保全に関し、例

えば、保全契約の解除に係る事前承認制を廃止す

るなど、監督当局の事前関与を必要最小限度のも
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のに見直しています。 

他方で、事後チェック機能を強化する観点か

ら、利用者資金の保全状況に関する監督当局への

報告頻度を半期ごとから四半期ごとに引き上げ

ることとしたものです。 

  ▼収納代行 

   ▽資金決済法第２条の２の規定の趣旨等 

48 資金決済法第２条の２の規定は創設規定か、そ

れとも確認規定か。また、同条が規定する行為は、

銀行法等の他法令においても「為替取引」に該当

するか。 

資金決済法第２条の２の規定は、いわゆる確認

規定であると考えます。 

また、同条の規定により「為替取引」に該当す

るものとされる行為は、他の法令においても「為

替取引」とされるべきものと考えます。 

49 「その他これらに類する方法」（資金決済法第

２条の２）との文言は具体的にどのような場合を

想定しているか。 

ご指摘の「その他これらに類する方法」につい

ては、「その他」の直前に規定されている行為と同

等の経済的効果をもたらす行為を資金決済法第

２条の２の規定の対象とし得るようにする観点

から規定されているものであり、どのような行為

がこれに該当するかについては、個別事例ごとに

実態に即して実質的に判断されるべきものと考

えます。 

50 「他の者に受け入れさせ」（資金決済法第２条

の２）とは具体的にどのような場面を想定してい

るのか。例えば、ECモールなどを運営するプラッ

トフォーマーから委託を受けて収納代行を行う

当該委託先を対象としているのか。そのような理

解である場合、一般論としては、当該委託先の行

為は、為替取引には該当しないとの理解でよい

か。 

ご指摘の事例を前提とすると、EC モール等を運

営するプラットフォーマーが、受取人から委託を

受けた上で、更に再委託先に債務者等から弁済と

して資金を受け入れさせる場合は、当該再委託先

が「他の者」となり、「他の者に受け入れさせ」る

場合に該当するものと考えます。 

なお、この場合における再委託先の行為は、資

金決済法第２条の２の規定の対象とはならない

ものと考えますが、同条の規定により為替取引に

該当するものとされる行為でなければ為替取引

に該当しないことを意味するものではないこと

は、事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅰ－２に

記載しているとおりです。 

51 収納代行業者（決済代行業者）が先に収納代金

相当額を立て替えて支払う等、（債務者からの支

払よりも）受取人への支払が先行するサービス

は、資金決済法第２条の２の対象外という理解

か。 

ご指摘のように、まず受取人に資金を移動させ

た後に、債務者等から資金を受け入れる（又は他

の者に受け入れさせる）行為は、資金決済法第２

条の２に規定する行為とは異なるものと考えま

す。 

なお、同条の規定により為替取引に該当するも

のとされる行為でなければ為替取引に該当しな

52 個人を受取人とする収納代行サービス等のう

ち、いわゆる割り勘アプリの中で事後的に連帯債
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務等を発生させて回収するなどの法的構成を採

用しているものを為替取引とする旨確認した規

定と理解している。一方、いわゆる立替払が行わ

れるケースや、保証人が保証履行を行い求償する

ケースは、立替払や保証により先に債権者に対し

て資金が交付され、後から債務者から回収するも

のであることから、資金移動業者府令第１条の２

第２号の要件の該当性以前に、「債務者又は当該

債務者からの委託・・・その他これに類する方法

により支払を行う者から弁済として資金を受け

入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に

当該資金を移動させる行為」（資金決済法第２条

の２）を満たさず、為替取引には引き続き該当し

ないという理解でよいか。 

いことを意味するものではないことは、事務ガイ

ドライン（資金移動業者）Ⅰ－２に記載している

とおりです。 

53 資金決済法第２条の２及び資金移動業者府令

第１条の２の規定からすると、給与債権のファク

タリングなどを含め、受取人（債権者）が個人で

ある債権のファクタリングが広く含まれるよう

に読めるがその趣旨か。 

また、ファクタリング以外についても、個人が

所持する手形についての手形割引なども含まれ

るように読めるがその趣旨か。 

ご質問の趣旨が必ずしも明らかではありませ

んが、資金決済法第２条の２においては、金銭債

権の譲受けに関し、受取人から金銭債権を譲り受

け、債務者等から資金を受け入れた（又は他の者

に受け入れさせた）後に、受取人に当該資金を移

動させる行為（すなわち、譲り受けた金銭債権の

対価を後払とする行為）が規定されおり、こうし

た行為のうち、資金移動業者府令第１条の２に規

定する要件を満たすものは、為替取引に該当する

ものとなります。 

54 決済・仲介 WG報告に「『事業者』については、

消費者契約法上の定義を踏襲することが考えら

れる」と記載された趣旨を踏まえれば、「事業」（資

金移動業者府令第１条の２）の定義は、消費者契

約法第２条における「事業」の定義や消費者庁に

よる消費者契約法逐条解説と同様の解釈という

理解でよいか。 

貴見のとおりと考えます。 

55 決済・仲介 WG 報告を受けて、資金移動業者府

令第１条の２第１号については従来のいわゆる

「収納代行」が為替取引に該当しないこと、同条

第２号については同報告で言及されている「割り

勘アプリ」が為替取引に該当すること、同条第３

号については決済・仲介 WG 報告で言及されてい

る「エスクローサービス」が為替取引に該当しな

いことを意図しているという理解でよいか。 

資金移動業者府令第１条の２の規定は、資金決

済法第２条の２の規定により為替取引に該当す

るものとされる行為の具体的な要件を定めるも

のであり、当該要件に該当しない行為であれば為

替取引に該当しないことを意味するものではな

いことは、事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅰ

－２に記載しているとおりです。 

56 資金決済法第２条の２は、資金移動業者府令第 資金移動業者府令第１条の２の規定は、資金決
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１条の２と相まって、個人を受取人とする収納代

行サービス等のうち、当該要件に該当するものを

為替取引に該当することを確認した規定である

と理解しているが、法人や個人事業主を受取人と

する収納代行サービス等は、「金銭債権を有する

者（以下・・・「受取人」という。）からの委託、

受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに

類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又

は当該債務者からの委託・・・その他これに類す

る方法により支払を行う者から弁済として資金

を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受

取人に資金を移動させる行為（当該資金を当該受

取人に交付することにより移動させる行為を除

く。）」（資金決済法第２条の２）であれば、基本的

に引き続き規制の対象外となるという理解でよ

いか。それとも、従来の解釈で求められてきたよ

うに、法人や個人事業主を受取人とする収納代行

サービス等も、規制の対象外となるためには、資

金移動業者府令第１条の２第１号の要件まで満

たす必要があるか。 

済法第２条の２の規定により為替取引に該当さ

れるものとされる行為の具体的な要件を定める

ものであり、当該要件に該当しない行為であれば

為替取引に該当しないことを意味するものでは

ないことは、事務ガイドライン（資金移動業者）

Ⅰ－２に記載しているとおりです。 

なお、ご指摘の「法人や個人事業主を受取人と

する収納代行サービス等」を含め、どのような行

為が為替取引に該当するかについては、個別事例

ごとに実態に即して実質的に判断されるべきも

のと考えますが、債務者に二重支払のリスクがあ

るかどうかは、こうした判断に当たり、考慮要素

の一つとなるものと考えます。 

   ▽資金移動業者府令第１条の２第１号の要件 

57 「その他これに類する方法により支払を行う

者」との文言は具体的にどのような場合を想定し

ているか。また、資金決済法第２条の２にも同様

の文言があるが、同じ解釈でよいか。 

ご指摘の「その他これに類する方法」について

は、「その他」の直前に規定されている行為と同等

の経済的効果をもたらす行為を資金決済法第２

条の２の規定の対象とし得るようにする観点か

ら規定されているものであり、どのような行為が

これに該当するかについては、個別事例ごとに実

態に即して実質的に判断されるべきものと考え

ます。 

58 債務者等から弁済として資金を受け入れた時

点に債務消滅となることが通常と考えられると

ころ、「弁済として資金を受け入れた時・・・まで

に」と規定されているのはなぜか。また、資金を

受け入れた時点よりも前に債務消滅となるケー

スはどのようなものが想定されているのか。 

例えば、受取人が有する金銭債権に係る債務に

ついて免責的債務引受けが行われた場合には、弁

済として資金を受け入れる前に、当該債務に係る

原債務者は債務を免れることから、「弁済として

資金を受け入れた時・・・までに当該債務者の債

務が消滅」と規定しています。 

59 「弁済として資金を受け入れた時・・・までに

当該債務者の債務が消滅しないもの」には、弁済

として資金を受け入れた時と同時に債務者の債

務が消滅するものは含まれないとの理解でよい

か。そのように解されなければ、収納代行は典型

貴見のとおりと考えます。 
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的には弁済と同時に債務者の債務が消滅するた

め、受取人が個人である限り収納代行はほとんど

為替取引に該当してしまうということになる。こ

の点を明らかにしていただきたい。 

   ▽資金移動業者府令第１条の２第２号の要件 

60 「その他これらに類する方法によってする・・・

信用の供与」とはどのようなケースが含まれるの

か。 

例えば、保証人が行う代位弁済はこれに該当し

得るものと考えられます。 

61 「その他これらに類する方法によってする・・・

信用の供与」にはいわゆる立替払も含まれると考

えてよいか。 

サービスの実態は送金であるのに、立替払など

の法律構成を採用することで法規制を回避する

事業者が見受けられる。イコールフッティングの

観点で問題がない規制にすべきである。 

ご質問の趣旨が必ずしも明らかではありませ

んが、「その他」の直前に規定されている「連帯債

務者の一人としてする弁済」もいわゆる立替払の

一類型と考えられ、これに類する方法による信用

の供与であれば、「その他これらに類する方法に

よってする・・・信用の供与」に該当するものと

考えます。 

なお、資金移動業者府令第１条の２に規定する

要件に該当しない行為であれば為替取引に該当

しないことを意味するものではないことは、事務

ガイドライン（資金移動業者）Ⅰ－２に記載して

いるとおりです。 

62 資金移動業者府令第１条の２第２号は求償権

を念頭においたものであって、例えばつけ払いの

ように支払の履行時期が反対債務より遅い場合

であっても、単なる支払方法の性質によるもので

あるから「信用の供与」には当たらないという理

解でよいか。 

どのような行為が「その他これらに類する方法

によってする・・・信用の供与」に該当するかに

ついては、個別事例ごとに実態に即して実質的に

判断されるべきものと考えますが、例えば、形式

的には売買契約等により発生した金銭債権であ

っても、その契約内容等に照らし、実質的には「資

金の貸付け」と認められるような場合には、「その

他これらに類する方法によってする・・・信用の

供与をしたことにより発生したもの」に該当し得

るものと考えます。 

63 現状の案では、決済・仲介 WG 報告や国会審議

等において想定されていたいわゆる「割り勘アプ

リ」の制約を超えて、貸金業者等のために提供さ

れる収納代行サービス等についても広く禁止す

る内容を含むような文言となっているように思

われるが、そのような解釈でよいか。 

ご指摘の「貸金業者等のために提供される収納

代行サービス等」の詳細が必ずしも明らかではあ

りませんが、受取人が貸金業者等の事業者である

場合には、資金移動業者府令第１条の２に規定す

る要件に該当することはありません。 

64 現状、貸金業者や通常の連帯債務者等、いわゆ

る割り勘アプリと関係ない収納代行業務につい

ても為替取引に該当するように読めるが、これら

については該当しないと解釈してよいか。 

ご質問の趣旨が必ずしも明らかではありませ

んが、受取人からの委託等により債務者等から資

金を受け入れ（又は他の者に受け入れさせ）、当該

受取人に当該資金を移動させる行為であれば、資
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金決済法第２条の２の規定により為替取引に該

当するものとされる行為であるかどうか、個別事

例ごとに実態に即して実質的に判断されるべき

ものと考えます。 

65 資金移動業者府令第１条の２第２号は、いわゆ

る割り勘アプリを「為替取引」に含める趣旨と理

解しているが、同条第３号の定め方から、割り勘

アプリについては同号で為替取引に該当し、同条

第２号は不要なのではないか。同条第２号と第３

号のすみ分けをどのように考えているかご教示

いただきたい。 

資金移動業者府令第１条の２第２号は、例え

ば、「連帯債務者の一人としてする弁済」により発

生した金銭債権の回収のために利用するなど、割

り勘アプリの典型的な利用方法を想定して規定

しているものです。 

他方で、例えば、売買契約等に基づき発生した

金銭債権の回収のために割り勘アプリを利用す

ることも想定されることから、こうした利用方法

に対応するための規定として同条第３号を設け

ています。 

   ▽資金移動業者府令第１条の２第３号の要件 

66 資金移動業者府令第１条の２第３号イは、いわ

ゆるエスクローサービスを規制対象から除外す

る趣旨か。 

また、「反対給付に先立って又はこれと同時

に・・・当該反対給付が行われた後に」（同号イ）

とあるが、後者のみ同時を除く必要はないのでは

ないか。「当該反対給付が行われた後又はこれと

同時に」としてはどうか。 

どのような行為が資金移動業者府令第１条の

２第３号に掲げる要件に該当するかについては、

個別事例ごとに実態に即して実質的に判断され

るべきものと考えますが、同号イについては、一

般にエスクローサービスとされる行為を想定し

て規定したものです。 

なお、債務者等から弁済として資金を受け入れ

る（又は他の者に受け入れさせる）行為と当該資

金を受取人に移動させる行為を全く同時に行う

ことは想定されないことから、原案のとおりとさ

せていただきます。 

67 収納代行方式で行われるエスクローのうち資

金移動業者府令第１条の２第３号イが想定する

エスクローでは、債務者がエスクローエージェン

ト（収納代行業者）に弁済資金を引き渡した時点

では債務者の受取人に対する金銭債務は消滅せ

ず、その後、受取人の反対債務が履行され、これ

を債務者が確認した時点で、債務者による弁済が

あったものとして債務者の受取人に対する金銭

債務が消滅するというパターンもありうる（一般

的にエスクローという場合、多くがこのパターン

と思われる）。このようなエスクローは、資金移動

業者府令第１条の２第３号をクリアしても、同条

第１号で「為替取引」に該当してしまうようにも

思われ、決済・仲介 WG 報告におけるエスクロー

ご指摘の事例の詳細が必ずしも明らかではあ

りませんが、資金決済法第２条の２においては、

債務者等から弁済として資金を受け入れる（又は

他の者に受け入れさせる）行為が規定されてお

り、これに当たらないものは同条に規定する行為

には該当しません。 

なお、同条の規定により為替取引に該当するも

のとされる行為でなければ為替取引に該当しな

いことを意味するものではないことは、事務ガイ

ドライン（資金移動業者）Ⅰ－２に記載している

とおりです。 
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は直ちには規制対象としないとの結論と相違し

てしまうのではないか。 

このようなエスクローについては、債務者がエ

スクローエージェントに弁済資金を交付した段

階では、「弁済として」資金を受け入れているわけ

ではないとして、資金移動業者府令第１条の２第

１号に該当しないと整理するようにも思われる

が、同条第３号イでも「弁済として資金を受け入

れ」と同様の文言が用いられているので、同条第

１号と第３号で「弁済として資金を受け入れ」の

解釈を変えることになってしまい不自然である。 

そうだとすると、資金移動業者府令第１条の２

第１号では、「本条第３号に定めるものを除く」と

の文言が必要なのではないか。 

68 「受取人が有する金銭債権の発生原因である

契約」（資金移動業者府令第１条の２第３号ロ）に

は、売買契約や役務提供契約のほか、負担のない

贈与契約や、寄付型クラウドファンディングに係

る契約等も含まれるとの理解でよいか（いわゆる

対価性のある契約には限定されないとの理解で

よいか）。 

貴見のとおりと考えます。 

69 資金移動業者府令第１条の２第３号ロは、いわ

ゆるクラウドファンディングを規制対象から除

外する趣旨か。 

また、「契約の成立に不可欠な関与」（同号ロ）

とあるが、「契約の成立に不可欠」ではない「関与」

として具体的に何を想定しているのか。そもそ

も、「契約の締結の方法に関する定めをすること」

（同号ロ）とは具体的に何を意味しているのか。 

どのようなことを行っていれば「契約の成立に

不可欠な関与」（資金移動業者府令第１条の２第

３号ロ）を行ったといえるかについては、個別事

例ごとに実態に即して実質的に判断されるべき

ものと考えますが、例えば、ご指摘のような事例

を含め、多数の者が参加して取引を行うことが可

能なプラットフォームを提供する事業者が、利用

規約において当該プラットフォームの利用条件

や取引成立条件を定めているような場合には、

「契約の締結の方法に関する定め」をしており、

「契約の成立に不可欠な関与」を行っているもの

と考えます。 

なお、「契約の成立に不可欠な関与」を行った者

からの委託等により債務者等から弁済として資

金を受け入れる「他の者」が、「契約の成立に不可

欠な関与」を行ったかどうかは、同号の要件に該

当するかどうかの判断に影響しないものと考え

ます。 

70 資金移動業者府令第１条の２第３号ロは、例え

ば、プラットフォーム上で売買契約、運送契約や

宿泊契約が締結され、当該契約代金がプラットフ

ォームを介して支払われるようなサービスが該

当するという理解でよいか。 

71 「契約の成立に不可欠な関与」（資金移動業者

府令第１条の２第３号ロ）とはどこまでの関与が

含まれるか。媒介（他人の間に立って、他人を当

事者とする法律行為の成立に尽力する事実行為）

には至らない程度の関与であっても該当するこ

とは当然あると考えられるか。例えば、EC モール
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にてユーザーが商品を購入しその代金を支払う

場合、EC モール事業者が収納代行を行う場合だけ

でなく、ECモールから決済に関する委託を受けた

他の事業者が収納代行を行う場合も「不可欠な関

与」をしたといえるか。 

72 「契約の成立に不可欠な関与」（資金移動業者

府令第１条の２第３号ロ）とはどの程度のもの

か。例えば、契約の成立に必要となる関与をする

者と資金の受入れを行う者が別のエンティティ

である場合、両者の間に密接な関係があれば、資

金の受入れを行う者についても「不可欠な関与」

を行う者と考える余地は否定されないとの理解

でよいか。例えば、Ｃ to Ｃのマーケット運営者

が契約の成立に必要となる関与をする場合に、そ

のグループ会社が当該取引に係るエスクローエ

ージェントを担うような場合もあり、このような

場合は、当該エスクローエージェントも「不可欠

な関与」を行う者に該当することとしていただく

必要がある。 

73 「契約の成立に不可欠な関与」（資金移動業者

府令第１条の２第３号ロ）について、例えばＡが

運営する EC プラットフォームにおいて、Ｂを買

主、Ｃを売主とし、代金の支払方法としてＡが契

約するＤの提供する決済代行サービスを利用す

ることを予め指定した上でＢとＣの間で売買契

約が締結された場合、Ｄは当該 BC 間の売買契約

の成立に不可欠な関与を行っていると評価され

得ると考えているが、その認識でよいか。 

ご指摘の事例を前提とすると、EC プラットフォ

ームを運営するＡが、「契約の成立に不可欠な関

与」（資金移動業者府令第１条の２第３号ロ）を行

った者となり得るものと考えます。その場合、Ａ

からの委託等により債務者等から弁済として資

金を受け入れるＤ（「他の者」）が「契約の成立に

不可欠な関与」を行ったかどうかは、同号の要件

に該当するかどうかの判断に影響しないものと

考えます。 

74 「当該金銭債権に係る債務者等から弁済とし

て資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、

当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じ

て当該資金を移動させるものでないこと」（資金

移動業者府令第１条の２第３号ロ）との規定は、

受取人から、契約成立に不可欠な関与を行った者

に対する代理受領権の付与（及び委託先に対する

当該代理受領権の再委託）を要件として定めたも

のであると理解しているが、かかる理解で正しい

か。 

受取人からの委託による代理受領権の付与の

みならず、金銭債権を譲り受けるなどの場合もあ

ると考えられることから、代理受領権の付与に限

定されるものではありません。 

75 「受取人の同意」（資金移動業者府令第１条の

２第３号ロ）は同号ロにおいてのみ要件とされて

貴見のとおりです。 
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おり、同条第１号、第２号及び第３号イでは要件

とされていないということか。 

76 「受取人の同意」（資金移動業者府令第１条の

２第３号ロ）とは具体的にどのような内容を同意

すれば足りるのか。例えば、あるプラットフォー

ム上では複数の決済代行業者を債務者（買主）が

選択可能であるときには、そのうちのどの事業者

かを債務者が選択することを許容するというレ

ベルでの同意でよいか。 

ご指摘の「レベル」の意味するところが必ずし

も明らかではありませんが、債務者等から受取人

に資金が移動するまでの流れを受取人が把握・許

容していることが重要と考えます。 

77 「当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に

応じて当該資金を移動」（資金移動業者府令第１

条の２第３号ロ）とあるが、エスクローの機能を

考慮すると、債務者の同意の下で資金を移動する

場合もあるのではないか。資金の移動が、受取人

の同意に係っているもの及び債務者の同意に係

っているもののいずれの場合も「為替取引」に該

当しないとの整理が可能であるよう修正願いた

い。 

債務者については、資金移動業者府令第１条の

２第１号に掲げる要件により二重支払のリスク

を回避でき、一定の保護が図られるものと考えま

す。他方で、受取人については、資金を受け取る

までの間、収納代行業者に対する信用リスクを抱

えることになるため、その同意が得られていない

場合には、収納代行業者の行為が為替取引に該当

し得るものとし、受取人の保護を図ることが適当

と考えます。したがって、原案のとおりとさせて

いただきます。 

78 資金移動業者府令第１条の２第３号イ及びロ

は並列で規定されていることから、エスクロー事

業者が収納代行サービス等を行う場合、必ず契約

の成立には関与していなくても、契約の履行に関

与するような場合には、同号イに該当しないとい

う理解でよいか。 

どのような行為が資金移動業者府令第１条の

２第３号に掲げる要件に該当するかについては、

個別事例ごとに実態に即して実質的に判断され

るべきものと考えますが、同号イについては、一

般にエスクローサービスとされる行為を想定し

て規定したものであり、金銭債権の発生原因であ

る契約の成立への関与の有無は、このイに掲げる

要件に該当するかどうかの判断に影響するもの

ではありません。 

79 資金移動業者府令第１条の２第３号における

イ及びロの要件について、例えばイに該当する場

合（いわゆるエスクローサービスを営んでいない

場合）であっても、ロに該当しなければ（オンラ

インプラットフォーム上で受取人と債務者との

間で契約が成立する場合などであれば）為替取引

には該当しないという理解でよいか。 

どのような行為が資金移動業者府令第１条の

２第３号に掲げる要件に該当するかについては、

個別事例ごとに実態に即して実質的に判断され

るべきものと考えますが、同号イに掲げる要件に

該当するものであっても、同号ロに掲げる要件に

該当せず、かつ、同条第１号及び第２号に掲げる

要件のいずれにも該当しないものであれば、同条

に規定する要件には該当しないこととなります。 

なお、同条に規定する要件に該当しない行為で

あれば為替取引に該当しないことを意味するも

のではないことは、事務ガイドライン（資金移動

業者）Ⅰ－２に記載しているとおりです。 
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80 資金移動業者府令第１条の２第３号は、エスク

ローを想定しているものと思われるところ、ここ

で規制対象から外すことが想定されている形式

のエスクローであれば、金額の制限なく為替取引

に該当しないものとして行うことができるのか。

例えば、不動産取引のエスクローなどでは、非常

に高額な資金が決済されることも想定されるが、

これについても、オンラインマーケットにおける

少額の個人間売買に係るエスクローと同じよう

に、資金移動業者府令第１条の２第３号が想定し

ているエスクローについては為替取引の範囲外

として行うことができるという理解でよいか。 

ご質問の趣旨が必ずしも明らかではありませ

んが、資金決済法第２条の２の規定により為替取

引に該当するものとされる行為でなければ為替

取引に該当しないことを意味するものではない

ことは、事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅰ－

２に記載しているとおりです。 

81 資金移動業者府令第１条の２第３号は、同号で

掲げられたイ又はロのエスクローに該当しない

もの、という定め方をしており、このような定め

方では、受取人個人の収納代行は、イ又はロのエ

スクローに該当しない限り、全て為替取引になっ

てしまう。受取人個人の収納代行は定型的なエス

クロー以外は全て為替取引というのは、規制とし

て広範に過ぎるように思われるため、再考いただ

きたい。 

ご指摘の趣旨が必ずしも明らかではありませ

んが、一般にエスクローサービスとされる行為

は、資金移動業者府令第１条の２第３号イに規定

しているように、反対給付に先立って債務者等か

ら弁済として資金を受け入れ、当該反対給付が行

われた後に、受取人に当該資金を移動させるもの

と考えます。こうしたエスクローサービスに該当

しない行為であっても、同号ロの規定により、金

銭債権の発生原因である契約の締結に不可欠な

関与を行うなどの一定の要件を満たすものは、同

条に規定する要件には該当しないこととなりま

す。 

なお、同条に規定する要件に該当しない行為で

あれば為替取引に該当しないことを意味するも

のではないことは、事務ガイドライン（資金移動

業者）Ⅰ－２に記載しているとおりです。 

   ▽その他 

82 受取人が個人であり、反対給付の存在しない支

払（例えば寄附など）は、資金移動業者府令第１

条の２各号のいずれにも当たらない。また、「債権

者が、第三者であるサービス提供者に対して逆為

替（取立為替）の依頼を行っている場合と同視し

うる」、「一般消費者である債権者・債務者双方が、

サービス提供者に対して信用リスクを抱えるお

それがあり、利用者保護を確保する必要性は高

い」（決済・仲介 WG報告）といった事情もない。

よって、為替取引に該当しないと考えてよいか。 

反対給付の有無にかかわらず、金銭債権に係る

債務者から弁済として資金を受け入れる（又は他

の者に受け入れさせる）行為は、資金移動業者府

令第１条の２第１号、第２号又は第３号ロに該当

する可能性があるものと考えます。 

なお、同条に規定する要件に該当しない行為で

あれば為替取引に該当しないことを意味するも

のではないことは、事務ガイドライン（資金移動

業者）Ⅰ－２に記載しているとおりです。 

83 証券会社（第一種金融商品取引業者）が金融商 証券会社が顧客の有価証券の売買等に関して
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品取引法第 35 条第１項第４号に規定する付随業

務として、個人顧客を代理して、有価証券の発行

者から利子、配当又は償還金等を受領し、これを

個人顧客の証券口座に紐づく銀行口座等に振り

込む行為は、資金移動業者府令第１条の２各号に

掲げる要件のいずれにも該当せず、資金決済法第

２条の２に規定する為替取引に該当しないとの

理解でよいか。 

受領した顧客の計算に属する金銭を当該顧客の

証券口座に紐づく銀行口座に振り込む行為は、当

該証券会社が行う為替取引には該当しないもの

と考えます。 

84 資金移動業者府令第１条の２第３号イ及びロ

のいずれのエスクローも、原因取引に問題があっ

た場合や受取人の反対債務が履行されなかった

場合には、債務者から受け入れた資金を債務者に

返還することが当然に想定される。そのため、「為

替取引」の該当性のみならず、出資法の預り金規

制に抵触しないかについても別途問題となりう

る。 

資金移動業者府令第１条の２第３号イ及びロ

のエスクローについてはいずれも許容するとの

方針であると思われるため、貴庁としては同号イ

及びロのエスクローについては出資法上の預り

金規制にも抵触しないと考えているとの理解で

よいか。その場合、預り金でないとする根拠をご

教示いただきたい。 

資金決済法第２条の２の規定は、同条に定める

行為であって、内閣府令で定める要件に該当する

ものが為替取引に該当することを確認するもの

であり、出資法の預り金規制との関係について規

定するものではありません。 

出資法上の「預り金」に該当するかどうかは、

事務ガイドライン（預り金）２－１－１（２）に

掲げる要件（①不特定かつ多数の者が相手である

こと、②金銭の受け入れであること、③元本の返

還が約されていること、④主として預け主の便宜

のために金銭の価額を保管することを目的とす

るものであること）に照らし、個別事例ごとに実

態に即して実質的に判断されるべきものと考え

ます。 

85 資金移動業者府令第１条の２によって一定の

収納代行が為替取引に該当することが明らかに

なったが、為替取引に該当しない収納代行におけ

る収納金については、収納後に受取人に交付しな

いまま収納代行会社のもとにどれだけ長い期間

滞留していても、出資法の預り金規制を含め、特

段の問題はないとの理解でよいか。問題がある場

合には、どれだけの期間であれば収納代行会社に

おける滞留が許容されるのか。具体的な期間を示

すことが難しい場合でも、一定の目安あるいは考

え方について貴庁のご見解を示していただきた

い。 

86 今般の「割り勘アプリ」のように犯罪収益移転

防止法上の特定業務とみなされるのを逃れるた

め、収納代行業務であって為替取引ではないと整

理する事例が見受けられる。本人確認業務を逃れ

るために新たなビジネスモデルを考えることは、

貴重なご意見として承ります。 

なお、今回の改正では、収納代行の形式をとり

つつも、実質的には受取人が個人（消費者）であ

る送金と認められるような行為について、為替取

引に該当することを明確化していますが、資金決
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AML/CFT の観点からも望ましくなく、為替業務と

してまじめに規制を守っている銀行や資金移動

業者との公平性も欠ける。コンビニ収納や口座振

替、代金引換、エスクロー等既存のサービス全般

に網をかけることは、有益ではないとしても、特

に国境をまたぐ為替類似行為については、原則、

特定業務/為替取引として位置付けるべきだと思

われる。 

済法第２条の２の規定により為替取引に該当す

るものとされる行為でなければ為替取引に該当

しないことを意味するものではないことは、事務

ガイドライン（資金移動業者）Ⅰ－２に記載して

いるとおりです。 

87 サクラサイト等の被害事案においては、収納代

行業者と称して、サクラサイト運営会社等に、当

該自称収納代行業者名義の銀行口座を使用させ

て、サイト利用代金や手続費用等の名目で金員を

振り込ませるといったケースが散見されるが、こ

のような業者の行う取引は、為替取引として、資

金移動業者として規制対象とすべきである。 

88 為替取引を受取人が個人である場合に限定す

る資金決済法第２条の２については、今後、改正

の方向で検討すべきである。 

 ▼別紙様式関係 

89 資金移動業者府令別紙様式第１号の（第７面）

及び第２号の（第８面）に「資金移動業者が為替

取引において取得する利用者の個人情報につい

て、保管場所を含む管理体制を記載すること」と

あるが、もっぱらクラウド環境で業務を遂行する

場合は、その旨及び必要な者のみがアクセス可能

といった社内の管理体制を記載すれば足りると

いう理解でよいか。 

クラウド環境で業務を遂行する場合は、クラウ

ドサービス事業者が提示可能な国及び地域の記

載が必要であると考えます。また、どのような者

にアクセス権を付与しているかについての具体

的な記載が必要であると考えます。 

90 資金移動業者府令別紙様式第２号について、ク

ラウド上に利用者情報を保管する場合、「保管場

所」が何を指すのかが不明確である。物理的な場

所ということであれば、バックアップサーバーの

位置等明確にならない場合もあるので、クラウド

サービスを利用する場合には、サービス提供事業

者を記載することで足りるようにしていただき

たい。 

クラウドサービス事業者が提示可能な国及び

地域の記載で足りるものと考えます。また、自ら

保有するシステムであっても、同様に、国及び地

域の記載で足りるものと考えます。 

ただし、監督当局として把握する必要が生じた

場合は、保管場所についてより詳細に確認させて

いただく可能性があります。 

91 資金移動業者府令別紙様式第９号の２の（記載

上の注意）２に関して、資金決済法第 40 条の２

第１項及び資金移動業者府令第９条の２では、認

可申請の主体は「資金移動業者」となっているが、

貴見のとおりと考えます。 

第一種資金移動業の登録前に業務実施計画の

認可を受けることはできませんが、登録申請と同

時に認可申請を行うことは可能です。 
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登録前の事業者も、例えば登録申請と同時に認可

申請可能という理解でよいか。 

92 資金移動業者府令別紙様式第９号の３につい

て、「クラウドサービス等を利用している場合、

おおよその所在地までの記載で可」とあるが、国

レベルの記載でも足りるか。また、自ら保有する

システムであっても、データセンターの所在地は

守秘性の高い情報と考えるが、その場合もおおよ

その記載で可との理解でよいか。 

 クラウドサービス事業者が提示可能な国及び

地域の記載で足りるものと考えます。また、自ら

保有するシステムであっても、上記と同様、国及

び地域の記載で足りるものと考えます。 

ただし、監督当局として把握する必要が生じた

場合は、保管場所についてより詳細に確認させて

いただく可能性があります。 

93 資金移動業者府令別紙様式第９号の３の（別添

２）４（６）の「資金移動の概要図」は、登録申

請書の概要図とは異なるのか。同じものでよい

か。 

登録申請書（資金移動業者府令別紙様式第１

号）の（第７面）（３）の「資金移動の概要図」

については、記載上の注意にあるとおり、資金移

動業者、業務受託者及び利用者の間における役務

提供及び資金移動の形態を簡潔に図示していた

だくことを想定していますが、ご指摘の業務実施

計画（資金移動業者府令別紙様式第９号の３）の

（別添２）４（６）の「資金移動の概要図」につ

いては、これに加えて、資金移動業者、業務受託

者及び利用者の間における「送金情報等の伝達」

についても記載していただくことを想定してい

ます。 

なお、登録申請書の「資金移動の概要図」につ

いて、業務実施計画の「資金移動の概要図」と同

様の内容を記載することを妨げるものではあり

ません。 

94 資金移動業者府令別紙様式第９号の３の（別添

５）７（５）の「資金の移動に関する事務を処理

するために必要な期間」については、特定の期間

を記載することが想定されているのか。その場

合、事務ガイドライン（資金移動業者）で想定さ

れている、それを超えて滞留してしまった場合の

原因究明、報告義務は、どの程度を想定している

か。 

例えば、テロ資金供与対策及びマネー・ローン

ダリング対策上の確認・検証、海外拠点や銀行等

への連絡、銀行口座への振込等、為替取引の事務

処理に要する必要最低限の期間を考慮し、合理的

に算定した特定の期間について、為替取引による

資金の移動が生じる国及び地域別に記載する必

要があります。 

なお、事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－

１－１－２（２）の報告は、月次を想定していま

す。 

95 資金移動業者府令別紙様式第11号から第14号

までについて、「資金移動業の種別」を記載する

欄があるが、資金決済法第 58 条の２による特例

対象資金移動業に係る履行保証金保全契約、履行

保証金信託契約の場合は何を記載すればよいか。 

特例対象資金移動業の場合には、履行保証金保

全契約又は履行保証金信託契約に係る資金移動

業者府令別紙様式第 11号から第 14号までの「資

金移動業の種別」の記載については、当該特例対
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象資金移動業に係る資金移動業の種別を並べて

記載していただくこととなります。 

なお、ご意見を踏まえ、明確化の観点から、資

金移動業者府令別紙様式第11号から第14号まで

の（記載上の注意）に、特例対象資金移動業に係

る資金移動業の種別を並べて記載する旨を追加

しました。 

96 資金移動業者府令第 34条において、「法第五十

三条第一項の資金移動業に関する報告書は、事業

概況書及び資金移動業の種別ごとの収支の状況

を記載した書面に分けて」とあるが、弊社では改

正法で定められた種別サービス概念とは異なり、

会計区分内にてサービスごとの内訳は計上して

いないため、売上高の比率等の合理的な根拠に基

づいて各種別の収支額（「販売費・一般管理費」、

「営業利益」、「所要必要資金」及び「借入調達」

等）を計上することでよいか。 

別紙様式第 19 号の第２の２の「資金移動業の

種別ごとの収支の状況」については、会計上、資

金移動業の種別ごとの収支の状況を区分してい

ない場合には、売上高の比率等の合理的な根拠に

基づいて種別ごとの収支の状況を算出し、記載す

ることで問題ありません。 

97 資金移動業者府令別紙様式第 19 号では資金移

動業の種別毎に借入調達や増資調達の記載を行

うことになっているが、会社として借り入れや増

資を行うのであって、資金移動業の種別毎に借入

額や増資額を記載することは困難であることか

ら、記載項目から削除していただけないか。 

資金移動業者府令別紙様式第 19 号の第２の２

の「資金移動業の種別ごとの収支の状況」は、資

金移動業の種別ごとの経営実態を踏まえて必要

かつ適切な監督を行う観点から、資金移動業の種

別ごとに計数を把握するためのものであること

から、記載項目から削除すべきではないと考えま

す。 

なお、会計上、資金移動業の種別ごとの収支の

状況を区分していない場合には、売上高の比率等

の合理的な根拠に基づいて種別ごとの収支の状

況を算出し、記載することで問題ありません。 

ただし、資金移動業全体として行う借入れや増

資については、資金移動業の各種別の金額を個別

かつ具体的に把握・算定する性質のものではな

く、かつ、売上高の比率等で分配することは必ず

しも合理的ではない場合があるため、その場合に

限り、資金移動業のいずれの種別にも直接配分で

きない金額として、資金移動業者府令別紙様式第

19 号の第２の１の「資金移動業に係る収支の状

況」の「調整額」の欄に、その内容等を記載して

いただくこととなります。これらを明確化するた

め、（記載上の注意）４に例示を追加したほか、

売上高の比率等の合理的な根拠に基づき分配で
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きなかった理由についても、併せて記載を求める

こととしました。 

 ▼附則関係（経過措置等） 

98 現行の資金移動業者が行う手続として、改正法

附則第７条第２項並びに本件府令附則第５条第

１項及び第２項の規定により、資金決済法第38条

第１項各号に掲げる事項を記載した書類並びに

同条第２項に規定する書類のうち「資金移動業に

関する社内規則等」、「利用者と為替取引を行う際

に使用する契約書」及び「その他参考となる事項

を記載した書面」を添付して、改正法の施行日か

ら１月以内に財務局長等に提出が必要となると

の理解でよいか。 

貴見のとおりです。 

99 改正法附則第７条第２項に規定する内閣府令

で定める期間が１月となったことから（本件府令

附則第５条第１項）、みなし登録第二種業者は、施

行日から１月以内に資金決済法第 38 条第１項各

号に掲げる事項を記載した書類及び同条第２項

に規定する内閣府令で定める書類を提出しなけ

ればならないと考えられるが、施行日時点で、資

金移動業の申請を実施しているがまだ登録を受

けていない事業者は、登録を受けた時点でみなし

登録第二種業者になると解されるため、そのよう

な事業者は、施行日ではなく、登録を受けた時点

から起算して１月以内に上記の各書類を提出す

る必要があるとの理解で相違ないか（改正法附則

第７条第１項及び第２項並びに第８条）。 

貴見のとおりです。 

ご指摘を踏まえ、改正法の施行後に登録を受け

てみなし登録第二種業者となった者に係る提出

期限が明確となるよう規定を修正しました。 

100 「資金決済法第三十八条第一項各号に掲げる

事項を記載した書類」（改正法附則第７条第２項）

とは登録申請書を指すと考えるが、登録申請書は

改正資金決済法第 38 条第１項の規定に基づく様

式であり、少なくとも資金移動業者府令別紙様式

第１号及び第２号の（第１面）は改正法附則第７

条第２項の規定に基づく書類としては使用でき

ないのではないかと考える。今後、「資金決済法第

三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書

類」の様式は示されるのか。示されるとしたらい

つ頃示されるのか。示されない場合には、どのよ

うに対応すればよいのかご教示いただきたい。 

改正法附則第７条第２項の規定は、改正後の資

金決済法第 38 条第１項各号に掲げる事項を記載

した書類の提出を義務付けるものであるところ、

記載すべき事項は改正後の別紙様式第１号及び

第２号と同じであることから、改正法附則第７条

第２項の規定による提出に対応した様式を別途

定めることはいたしません。 

したがって、別紙様式第１号及び第２号をその

まま使用するのではなく、表題等を適宜修正した

上で、これらに準じた書類及び所要の添付書類を

提出いただくこととなります。 

101 本件政令附則第４条、第５条、第６条及び第７ 本件政令附則第４条から第７条までの規定は、
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条の規定によると、資金移動業の登録申請、業務

実施計画の認可申請、改正法附則第７条第２項の

書類の提出（みなし登録第二種業者の書類の提

出）及び資金決済法第 41 条第１項の変更登録の

申請は、施行日の前に提出することができるとさ

れている。 

事業者が施行日前に書類の提出等を円滑に進

めることができるように、例えば、金融庁から改

正法の施行に伴う政令案・内閣府令案等に対する

パブリックコメントの結果等が公表された日か

ら提出することができるとするなど、具体的な日

時を金融庁ホームページ等で示していただけな

いか。 

本件政令の公布日から施行されるため（本件政令

附則第１条ただし書）、公布日以後、これらの規定

による申請が可能となります。 

なお、改正法（資金決済法の改正部分）の施行

日は令和３年５月１日としています。 

102  決済・仲介 WG報告には、「後者の指摘（前述の

滞留規制が適用されることを前提としつつ、「高

額」送金を取り扱う事業者を含め、資金移動業者

による送金サービスは、銀行による送金サービス

とは破綻時の履行の確実性等が異なるものであ

ることが利用者に正確に理解され、利用者資金が

全額保全される前提で利用されるのであれば、必

ずしも銀行と同等の枠組みを整備する必要はな

い）の考え方を前提として所要の制度整備を図り

つつ、その後の企業間決済における利用実態等を

勘案し、必要に応じて追加的な規制の在り方を検

討していくことが考えられる」とあり、第一種資

金移動業について、特に利用実態を踏まえた追加

的な規制の在り方の検討が明記されている。改正

法附則第 28 条は、決済・仲介 WG 報告の当該記載

も含意しているという理解でよいか。 

改正法附則第 28 条の規定に基づく検討に当た

っては、ご指摘の決済・仲介 WG 報告の内容も踏

まえて検討を行っていくことが適当と考えます。 

103 決済・仲介 WG 報告の内容をより実効的なもの

とするために、貴庁において、第一種資金移動業

の利用実態及び利用者保護の観点で懸念される

事象について定期的に公表する、又は一定期間後

に開示するなど、追加的な規制の検討の要否が明

確になるようにしてはいかがか。 

貴重なご意見として承ります。 

改正後の資金決済法の施行状況については、頂

いたご意見も参考に、資金移動業者の業務の実態

を踏まえつつ、適切な検証のあり方を検討してま

いります。 

 ▼その他 

104 資金移動業者が、利用者資金の滞留分としての

未達債務の負担期日を極めて短くする（例えば、

入金又は着金してから一定時間（ただし、社会一

般的に十分とは言えないが、特定の利用者のニー

ご指摘の事例の詳細が必ずしも明らかではあ

りませんが、資金移動業者の利用規約の内容につ

いては、資金決済法のみならず、消費者契約法等

の関係法令に照らし問題ないものとする必要が
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ズをギリギリ満たす時間をいう。）以内に為替取

引を実行しなければバリュー・残高が消滅し、資

金移動業者の退蔵益となる）ような資金移動業に

関する利用規約を設けたとしても、かかる事実は

資金移動業者府令第 29 条の２第１項第６号の内

容とする必要はないとの理解でよいか。また、こ

のようなサービス内容とすることについて、法令

は禁止していないとの理解でよいか。 

あります。 

また、どのような事項が資金移動業者府令第 29

条の２第１項第６号に掲げる事項に該当するか

については、各資金移動業者のビジネスモデルを

踏まえて判断されるべきものと考えます。 

105 第一種資金移動業者が、顧客の重大ではない過

失を含むいかなる事由によって滞留資金が発生

した場合においても、直ちに当該滞留資金を没収

し、当該第一種資金移動業者の退蔵益とするよう

な利用規約を設けることは可能であるとの理解

でよいか。また、このような措置を講じることに

より、事務ガイドライン（資金移動業者）上の厳

格な滞留規制等を履行していると評価すること

はできるか。 

ご指摘の事例の詳細が必ずしも明らかではあ

りませんが、資金移動業者の利用規約の内容につ

いては、資金決済法のみならず、消費者契約法等

の関係法令に照らし問題ないものとする必要が

あります。 

また、第一種資金移動業に係る規制を遵守して

いるかどうかについては、個別事例ごとに実態に

即して実質的に判断されるべきものと考えます。 

106 10 年間未達債務の残高が動かない場合にはそ

の債務がなくなるとする資金移動業者も多く見

られる。これらの資金についても、資金移動業者

の利益とするのではなく、休眠預金同様に活用す

る方策を検討してはいかがか。また、貴庁として、

未達債務が消滅した金額がどの程度あるのか調

査したことはあるか。 

貴重なご意見として承ります。 

なお、資金移動業者において消滅した未達債務

の金額について、金融庁として調査を行ったこと

はありません。 

107  資金移動業者のために為替取引を内容とする

契約の締結の代理又は媒介を行う営業を行う者

が、取締役等又は従業者に当該営業に関し法令に

違反する行為又は当該営業の適正かつ確実な遂

行に支障を来す行為（ただし、資金移動業に関し

法令に違反しない行為又は資金移動業の適正か

つ確実な遂行に支障を来さない行為（例えば、顧

客から預かった高額の現金を代理業者が紛失し

たものの、当該代理業者がかかる現金を補填し、

結果として利用者の為替取引に影響のなかった

場合など。）を除く。）があったことを知った場合

においても、財務局長等への届出は不要であると

の理解でよいか。また、当該資金移動業者におい

ても、かかる行為の発生についての財務局長等へ

の届出は不要であるとの理解でよいか。 

ご質問の趣旨が必ずしも明らかではありませ

んが、資金移動業者府令第 39 条の規定は、資金

移動業者に対し、その取締役等又は従業者に法令

に違反する行為があった場合等に届出を求める

ものであり、資金移動業者のために為替取引を内

容とする契約の締結の代理又は媒介を行う営業

をする者に適用されるものではありません。 

なお、資金移動業者からの委託を受けて当該営

業が行われる場合には、資金移動業者は、当該委

託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保する

ために必要な措置を講じる必要があります（資金

決済法第 50 条）。 

108 資金移動業者のために為替取引を内容とする 資金移動業者のために為替取引を内容とする
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契約の締結の代理又は媒介を行う営業を行うに

当たり、監督当局の許可などの行政処分は不要で

あるとの理解でよいか。そうであるとすると、銀

行のために為替取引を内容とする契約の締結の

代理又は媒介を行う営業を行うに当たり、銀行代

理業の許可が必要であることとの規制のイコー

ルフッティングの観点から、為替取引に関する銀

行代理業規制はあまりに重すぎる（銀行代理業の

許可を得るためには、専用の執務室の設置や業務

に関する十分な知識を有する者の配置、兼業業務

の審査などを経る必要である一方で、資金移動業

の代理を行うに当たってはそのような規制が一

切ない。）と評価されるべきではないか。 

契約の締結の代理又は媒介を行う営業について、

許可等を受けることを求める法令上の規定はあ

りませんが、資金移動業者からの委託を受けて当

該営業が行われる場合には、資金移動業者は、当

該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保

するために必要な措置を講じる必要があります

（資金決済法第 50条）。 

なお、銀行代理業に係る規制については、その

機能やリスクを踏まえ、利用者保護等の観点から

必要な規制が課されているところです。 

109  銀行が資金移動業者の営む資金移動業を承継

した場合において、当該資金移動業者のために為

替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

を行う営業を行う者がいた場合、かかる者は当該

為替取引にかかる銀行代理業の許可を得て銀行

代理業委託契約を当該銀行と締結するまでの間

はその営業を休止しなければならないとの理解

でよいか。 

ご指摘の「承継した場合」の詳細が必ずしも明

らかではありませんが、いずれにせよ、銀行のた

めに「為替取引を内容とする契約の締結の代理又

は媒介」を行う営業は、内閣総理大臣の許可を受

けた者でなければ営むことはできません。 

110 銀行等が資金移動業者の営む資金移動業を承

継した場合において、そこにある未達債務は預金

保険制度や貯金保険制度に基づき全額保護され

るという理解でよいか。ペイオフの対象になる場

合ならない場合を含め、それらの場合の適用条文

についてもご教示いただきたい。 

ご指摘の「承継した場合」の詳細が必ずしも明

らかではありませんが、いずれにせよ、法令の適

用関係については、実態に即して実質的に判断さ

れるべきものであることから、一概に回答するこ

とは困難です。 

 ●前払式支払手段に係る制度整備 

 ▼変更の届出等 

111 改正後の資金決済法において、前払式支払手段

発行者に対しても委託先に対する指導が規定さ

れ（資金決済法第 21 条の２）、自家型の発行届出

書の提出又は第三者型の登録申請書の申請の際

には、届出書又は登録申請書に委託先の商号、住

所及び委託業務の内容を記載することとされて

いる（資金決済法第５条第１項第９号及び第８条

第１項第８号）とともに、添付書類として、委託

に係る契約の契約書が追加されている（前払式支

払手段府令第 11 条第３号及び第 16条第 12 号）。

変更届出書を提出する場合も同様である（前払式

いずれも貴見のとおりと考えます。 
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支払手段府令第12条第１項第５号及び第20条第

１項第５号）。これまでは、届出書又は登録申請書

に係る別紙様式に業務委託状況（商号、業務委託

内容）を記載する欄があったが、業務委託先の住

所欄はなく、委託契約書の添付も必要なかった。

これに関し、 

①改正法は施行日から適用されるものと考えら

れることから、前払式支払手段発行者が施行日

前に業務委託している全ての先について、改正

法が施行された時点で発行届出書及び登録申

請書の「業務委託状況」について、住所を記載

したものに差し替える必要はないほか、当該業

務委託契約先全先の委託契約書の添付も必要

ないという理解でよいか。 

②改正法施行日前に業務委託している先につい

ては、改正法施行日以後に業務委託内容、名称

又は住所に変更があった場合には変更届出書

の届出を行い、当該委託契約書の添付は、施行

日以降に業務委託契約の変更があった場合の

み添付すればよいとの理解でよいか。 

③改正法施行日以降に新たに業務委託をした場

合には、業務委託内容、名称及び住所を記載し

た変更届出及び当該委託先との契約書を添付

する必要があるとの理解でよいか。 

④「当該委託に係る契約書」とされているが、提

出するものは契約書原本ではなく写しという

理解でよいか。 

112 業務委託先に係る変更届出に関し、既に届出済

又は登録済の発行者で、既に業務委託を行ってい

る発行者について、改正法の施行後、どのタイミ

ングで業務委託に係る変更届出等の手続を行う

必要があるかは明らかではない。 

委託契約については、記載すべき内容等が事務

ガイドライン（前払式支払手段発行者）でも明記

されており、場合によっては相手方と協議の上で

契約のまき直しが必要となるため、本改正が行わ

れた場合に、変更届出書をいつまでに提出すべき

かご教示いただきたい。 

改正法（資金決済法の改正部分）の施行前に届

出を行っている自家型前払式支払手段発行者又

は登録を受けている第三者型前払式支払手段発

行者については、施行後、一律に変更届出等の提

出は求められておらず、届出書又は登録申請書に

記載した事項のうち、改正後の法令に基づき記載

が求められる事項について変更があったときに、

資金決済法第５条第３項又は第 11 条第１項の規

定による変更届出が必要となります。 

113 前払式支払手段の発行の業務の委託先は、コン

ビニエンスストアなど多数に及ぶ場合も想定さ

貴見のとおりと考えます。 
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れるが、当該委託契約の内容が雛形化されてお

り、当該雛形を用いて委託契約を締結する委託先

に関しては、添付書類として提出する委託契約書

は、当該契約書の雛形又は多数の委託先のうちの

１社の委託契約書の写しを代表例として添付す

ることでも問題ないか。 

114 業務委託先の氏名又は商号若しくは名称及び

住所に変更があった場合、当該業務委託に係る契

約書を添付して変更届出書を提出することにな

るようだが、例えば業務委託先の本店移転に伴い

住所が変更となる場合などは、その都度契約書を

まき直すことは通常ないことから、このような場

合に契約書を添付させる意味はないのではない

か。 

委託先の住所等に変更があったとしても、委託

契約書に変更がない場合には、当該委託契約書は

「変更があった事項に係る」書類に該当せず、こ

れを添付書類として提出することは求められて

いないものと考えます（前払式支払手段府令第 12

条第１項第５号及び第 20条第１項第５号）。 

115 第三者型発行者の登録申請書の記載事項であ

る主要株主について、議決権保有割合の基準が

「百分の五以上」から「百分の十以上」に改正さ

れているところ（前払式支払手段府令第 15 条第

１号）、既存登録済みの事業者も変更届が必要と

いうことか。 

また、かかる改正により、ある株主が、現行法

の下では主要株主に該当しているが、改正法の下

では主要株主に該当しないというケース（議決権

保有割合が５％以上 10％未満のケース）も想定さ

れる。本改正が行われた場合、このようなケース

においては、登録申請書の記載事項の変更がある

ものとして変更届出を行う必要があるか、変更届

出を行う必要がある場合、変更届出書をいつまで

に提出すべきかご教示いただきたい。 

改正法（資金決済法の改正部分）の施行前に登

録を受けている第三者型前払式支払手段発行者

については、施行後、一律に変更届出等の提出は

求められておらず、登録申請書に記載した事項の

うち、改正後の法令に基づき記載が求められる事

項について変更があったときに、資金決済法第 11

条第１項の規定による変更届出が必要となりま

す。 

したがって、例えば、登録申請書に改正後の「主

要株主」に該当しない者を主要株主として記載し

ていた第三者型前払式支払手段発行者は、その主

要株主として記載した者が改正後の「主要株主」

に該当することとなったとき又は改正後の「主要

株主」に該当する者に変更があったときに、当該

届出が必要となります。 

116 届出書及び登録申請書の添付書類に登記事項

証明書があるが、令和２年 10月 26 日から提出不

要になっている。添付書類から削除しないのか。 

令和２年 12 月 23 日付で公表しているとおり、

法令に基づき登記事項証明書の添付を求めてい

る申請等については、法務省の登記情報システム

から登記事項証明書を取得することとするため、

同年 10 月 26 日より、申請者による登記事項証明

書の添付を不要としているものです。 

登記事項証明書が、法令に基づき添付を求める

べき書類であることには変わりありませんので、

原案のとおりとさせていただきます。 

 ▼利用者に対する情報の提供（前払式支払手段府令第 23 条の２） 

117 施行日以降前払式支払手段を発行する場合に 事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ
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は、「書面の交付その他の適切な方法」（前払式支

払手段府令第 23 条の２第１項柱書）により、同

項第１号から第３号に掲げる情報を利用者へ提

供しなければならないとされている。「書面の交

付その他の適切な方法」とは、前払式支払手段の

発行の際に、同項各号について、例えば、①書面

に記載し交付する方法、②発行者のホームページ

に記載し情報提供する方法等は認められるか。 

－２－１－１③に記載しているとおり、利用者の

正確な理解を妨げない範囲で、実務を踏まえた合

理的な方法により、漏れなく前払式支払手段の利

用者に提供することが求められます。その前提が

確保されるのであれば、ご指摘のような方法も認

められるものと考えます。 

118 「書面の交付その他の適切な方法」（前払式支

払手段府令第 23 条の２第１項柱書）とは、イン

ターネットを通じた取引の場合には、例えばホー

ムページ上に常に掲載されていることで足り、取

引ごとに内容を理解した上で画面上のボタンを

クリックすること等までは求めない趣旨か。 

119 前払式支払手段府令第 23 条の２第１項につい

て、発行者によっては数十種類の前払式支払手段

を発行している場合があるが、例えば発行者のホ

ームページで情報提供する場合には、前払式支払

手段の種類ごとに情報提供するのではなく、発行

する全ての前払式支払手段について一括して記

載することも認められるか。 

120 前払式支払手段府令第 23 条の２第１項につい

て、記載する内容の範囲・方法が不明である。他

の情報提供事項については「資金決済法に基づく

表示」などと銘打って、一か所にまとめて記載す

るのが現在では一般的な方法だが、これらと同じ

所にまとめて記載することで差し支えないのか。 

121 前払式支払手段府令第 23 条の２第１項につい

て、利用者資金の保全方法及び無権限取引への対

応方針は利用規約内に記載する方法でもよいか。 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ

－２－１－１③に記載しているとおり、利用者の

正確な理解を妨げない範囲で、実務を踏まえた合

理的な方法により、漏れなく前払式支払手段の利

用者に提供することが求められます。その前提が

確保されるのであれば、特定の方法を否定するも

のではありませんが、ご指摘の利用規約に記載す

る方法については、特に利用規約の内容が多岐に

わたっているような場合には、利用者の正確な理

解を妨げるものとならないか、利用者の目線に立

って、よく検討する必要があるものと考えます。 

122 前払式支払手段府令第 23 条の２第１項につい

て、記載する内容の範囲・方法が不明である。例

えば、利用規約の中に該当する条項を置くことで

問題がないか。利用規約の存する旨は、法令上、

必ず情報提供される前提があるので、顧客は利用

規約を見れば、補償条項にたどり着けると考え

る。 

123 「法第十四条第一項の規定の趣旨」（前払式支

払手段府令第 23 条の２第１項第１号）とは具体

利用者に対し、例えば、法令上は、基準日にお

ける未使用残高の２分の１以上の額の保全が求
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的にどのような内容を想定しているか。発行保証

金制度の制度趣旨を記載せよとの趣旨か。 

められており、必ずしも全額保全が図られている

わけではないこと等、発行保証金の保全に関する

制度の概要について情報提供することが考えら

れます。いずれにせよ、事務ガイドライン（前払

式支払手段発行者）Ⅱ－２－１－１③に記載して

いるとおり、利用者の正確な理解を妨げない範囲

で、実務を踏まえた合理的な方法により、必要な

情報が漏れなく利用者に提供されることが重要

と考えます。 

124 「その他の対応に関する方針」（前払式支払手

段府令第 23 条の２第１項第３号）とは、どのよ

うなことを想定すればよいか。 

例えば、不正利用が行われた場合の相談態勢等

が考えられます。 

125 紙型商品券の発行者において、商品券の保有者

の氏名等の情報を一切取得しない場合において

は、商品券の券面の以下の記載が無権限取引の対

応方針に該当するという理解でよいか。 

「本券の盗難・紛失または滅失などに関しまして

は、当社は一切その責を負いません。管理には十

分ご注意ください。」  

貴見のとおりと考えます。 

126 他者の社員証と一体型の前払式支払手段を発

行している場合、前払式支払手段発行者としては

社員証の個人情報を一切共有していないことか

ら、紛失や盗難をした場合の対応として当社は責

任を負わない旨を記載している。 

無権限取引が行われた場合、必ず補償を行わな

ければならないという趣旨ではなく、行わないの

であれば、行わない旨を情報提供すればよいとい

う理解でよいか。 

127 前払式支払手段府令第 23 条の２において、前

払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行す

る場合には、書面の交付その他の適切な方法によ

り、利用者保護措置に関する情報（利用者資金の

保全方法及び無権限取引に対する対応方針）を提

供する必要があるが、本件府令附則第３条の規定

では、前払式支払手段府令第 23 条の２の規定は、

施行日以後発行する前払式支払手段（施行日以後

に加算が行われる加算型前払式支払手段を含

む。）について適用するとされていることから、施

行前に発行を停止し回収業務のみを行っている

前払式支払手段については、前払式支払手段府令

貴見のとおりと考えます。 
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第 23 条の２の規定は適用されず、上記事項に関

する情報提供を要さないという理解でよいか。 

128 この情報提供義務の適用開始はいつからか。既

に市中に流通している、現行の情報提供事項が載

った券面を回収する必要があるか。 

前払式支払手段府令第 23 条の２の規定は、施

行日以後発行する前払式支払手段について適用

されますので（本件府令附則第３条）、発行済みの

前払式支払手段の券面を回収し、情報提供事項を

追記することは求められていません。 

 ▼発行者が提供する仕組みの中で未使用残高の移転が可能な前払式支払手段を発行する場合に当

該前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置（前払式支払手段府令第 23 条の

３第１号） 

129 未使用残高の上限設定や移転状況の監視（モニ

タリング）として取るべき具体的な対応は、事業

者の判断に委ねられているという認識で問題な

いか。当該認識に問題がある場合、上限設定並び

に移転状況の監視について、当規制に対する実効

性ある対処をお示しいただきたい。 

貴見のとおりと考えます。 

130 前払式支払手段府令第 23 条の３第１号に規定

する前払式支払手段は、発行者が保有者から指図

を受けて第三者に未使用残高の全部又は一部を

移転することができるものとされているが、利用

者が第三者に前払式支払手段の番号等をメール

やSNSで送付することで当該第三者が支払手段と

して利用できるものは、これに該当しないとの理

解でよいか。 

貴見のとおりと考えます。 

131 「未使用残高の全部又は一部を・・・当該保有

者から他の利用者に移転することができるもの」

とは、未使用のまま前払式支払手段である電子マ

ネー等を移動できるものであって、使用（原因取

引の決済で利用）しなければ前払式支払手段を移

転できないものについては、使用後に前払式支払

手段の取得者が再利用できる電子マネーであっ

ても含まれないということでよいか。 

また、「移転することができるもの」とは、前払

式支払手段発行者が、個々の前払式支払手段の移

転の原因取引である売買契約等について知り得

ない地位にあることから、当該発行者が、利用規

約等で未使用のままでの前払式支払手段の移転

を禁じていれば、仮に、仮想の売買契約を通じて、

未使用のまま前払式支払手段が移転されたとし

ても、「移転することができるもの」に該当しない

ご指摘の事例の詳細が必ずしも明らかではあ

りませんが、利用規約の内容等の形式にかかわら

ず、発行者が提供する仕組みの中で未使用残高を

移転することができる前払式支払手段であれば、

前払式支払手段府令第 23 条の３第１号に規定す

る前払式支払手段に該当するものと考えます。 
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という理解でよいか。 

132 当社の匿名式の前払式支払手段においては、あ

るユーザーＡが持っている２つの前払式支払手

段「Ｂ」と「Ｃ」とで残高をまとめる機能がある

が、こういった場合も含まれるか。 

匿名式であるため、この機能を利用すれば、ユ

ーザーＤが持っている「Ｂ’」をユーザーＥが持っ

ている「Ｃ’」に送ることは実質的には可能であ

る。これは「その保有者の指図を受けて、その未

使用残高の全部又は一部を前払式支払手段発行

者が・・・当該保有者から他の利用者に移転する

ことができる」に当てはまるのか、それとも事業

者として異なる２者間での残高の移転を予定し

ていなければ、実際には移転が可能であっても当

てはまらないのか、解釈が知りたい。 

 ▼損失補償方針を利用者以外の者に周知するための適切な措置（前払式支払手段府令第 23 条の３

第２号） 

133 

 

前払式支払手段府令第 23 条の３第２号は、昨

年秋に通信会社の前払式支払手段で発生した、銀

行の残高が不正に引き出される事件を受けて追

加された条文だと考えるが、適用範囲が広すぎな

いか。まず、ストレートに本条文を読むと、発行

業者が善意無過失の場合でも適用されるように

読める。善意無過失でも補償するとなると、その

理論的な根拠は何なのか。また、例えばクレジッ

トカードで残高のチャージが可能である前払式

支払手段の場合、発行業者はクレジットカードの

加盟店に該当しており割賦販売法の規制が適用

されるし、不正に利用があった場合の被害者はク

レジットカード会社の規約に従って保護を受け

られる。本条も適用されるならば二重の保護とな

りうる。他の法律の規制があるなど、保護が充分

な場合にまで、本条の規制を行う必要はないので

はないか。 

前払式支払手段府令第 23 条の３第２号は、損

失の補償その他の対応に関する方針を周知する

ための適切な措置を講じることを求めるもので

あり、前払式支払手段発行者に損失の補償を義務

付けるものではありません。 

なお、前払式支払手段の発行の業務の内容及び

方法に照らし、利用者以外の者にも損失が発生す

るおそれがあるような場合には、予め補償の方針

等を周知しておくことは、業務の適切な運営を確

保する観点から必要な対応であると認識してお

ります。 

また、前払式支払手段発行者に係る自主規制機

関である一般社団法人日本資金決済業協会が令

和３年１月 28 日に制定した「銀行口座との連携

における不正防止に関するガイドライン（前払式

支払手段）」においても、銀行の預金者に不利益が

生じることのないよう予め提携銀行等との間で

預金者保護を最優先とした補償の方針を合意し

ておく必要があることや、補償の方針について提

携銀行等と協力の上周知する必要があることが

明記されているものと承知しております。 

 ▼発行保証金保全契約の内容（前払式支払手段府令第 30 条の２） 

134 発行保証金保全契約の契約内容について、改正 発行保証金保全契約については、改正法（資金
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後の事項を契約内容としない場合は、発行保証金

保全契約の全部又は一部の解除を行うことがで

きないのか。また、内容変更に当たり、６月ごと

の継続契約で行っている場合の契約書のまき直

しは、改正法施行後に初めて到来する基準日報告

時に行うことになるのか。 

決済法の改正部分）の施行日以後は、契約の内容

となるべき事項が変更されますので、施行日まで

に、契約の相手方と、改正後の法令の規定に則し

た対応を行うことについて合意しておく必要が

あるものと考えます。 

なお、こうした合意を含め、発行保証金保全契

約の内容の変更に係る契約書又は変更をした旨

を証する書面については、施行日後に最初に到来

する基準日に係る資金決済法第 23 条第１項の報

告書の添付書類となります（前払式支払手段府令

第 47条第２項第４号）。 

 ▼払戻しが認められる場合（前払式支払手段府令第 42条） 

135 前払式支払手段府令第 42 条第１項第４号が新

設されているが、これまでにも利用者から意思に

反する利用がなされた可能性がある等の申出が

あった場合、実際に不正アクセスによるものか否

かの原因究明を待たずに、早期解決の観点から、

少額の払戻しとして、同項第１号や第２号の範囲

内で払戻しを行っていた。同項第４号が新設され

たのは、こうした少額の範囲に収まらない大規模

な払戻しを行う場合に、金融庁長官の承認を受け

ることが必要としたものであり、不正アクセスの

可能性があるなどの申出に対して、同項第１号か

ら第３号までの他の事由を満たすのであれば、当

該他の事由に基づき払戻しを行うことは引き続

き可能という理解でよいか。 

貴見のとおりです。 

136 無権限取引による払戻しの際に金融庁長官の

承認を求めることで、迅速な被害の回復の妨げと

なるのではないか。前払式支払手段府令第 42 条

第１項第２号の少額の場合や、同項第３号のやむ

を得ない事情として無権限取引や詐欺等の被害

回復を定めた場合であっても、金融庁長官の承認

を受けなければ返金できないということか。 

前払式支払手段府令第 42 条第１項第４号は、

前払式支払手段の払戻しが認められる場合につ

いての規定であり、不正利用による被害者への補

償について金融庁長官の事前承認を求めるもの

ではありません。また、同項第２号及び第３号に

掲げる場合における払戻しに金融庁長官の事前

承認は不要です。 

137 前払式支払手段府令第 23条の２及び第 23 条

の３で規定される事象が発生した場合の補償対

応時の手続を記していると理解したが、金融庁

長官の事前の承認を受けた後でないと補償でき

ないのでは、迅速な被害回復ができないのでは

ないか。迅速に補償を行い、事後報告を義務付

けるのではダメなのか。 
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138 「利有者（の意思に反して）」（前払式支払手段

府令第 42条第１項第４号）は「利用者」又は「保

有者」の誤記ではないか。 

ご指摘を踏まえ、「利用者」に修正しました。 

 ▼その他 

139  前払式支払手段のアカウント開設の際には、本

人確認等（本人確認資料の取得や、少なくとも SMS

による確認（電話番号情報の取得）等）を義務化

すべきである。 

貴重なご意見として承ります。 

なお、今回の改正では、発行者が提供する仕組

みの中で未使用残高の移転が可能な前払式支払

手段については、使途が限定され、現金化ができ

ないといった特性や、利用者利便に与える影響に

も留意しつつ、発行者に対し、当該前払式支払手

段の不適切な利用を防止するための適切な措置

を講じることを求めることとしたところですが、

更なる対応の必要性の有無については、こうした

新たな規制の施行状況等を踏まえながら検討し

ていくべきものと認識しております。 

140 サーバ型や IC カード型の前払式支払手段につ

いては、紙の商品券等とは性格が大きく異なって

いる。今般、第三種資金移動業という区分ができ

たことから統合して、サーバ型や IC カード型の

前払式支払手段の発行者に対しても、犯罪収益移

転業者としての本人確認を求めるべきであると

考える。 

現金の払出しを行う場合は、資金移動業の登録

が必要になり、サーバ型の前払式支払手段発行者

は、資金移動業の兼営をしている場合も多いよう

である。利用者から見ても同様なサービスで、こ

の資金は払出しができるが、この資金はこの用途

には使えませんというのはわかりにくいと思わ

れる。同一サービス、同一規制の観点から統合す

ることが望ましい。 

 

●事務ガイドライン関係 

No. コメントの概要 金融庁の考え方 

 ●事務ガイドライン（資金移動業者関係） 

 ▼法第２条の２について（為替取引に該当する行為） 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅰ－２ 

１ 「同条に定める行為に該当しない行為及び同

条に定める行為には該当するが内閣府令に定め

る要件に該当しないものが将来にわたって直ち

に為替取引に該当しないことを意味するもので

はなく・・・」とあるが、この記載からすると、

資金決済法第２条の２は、いわゆる創設規定なの

か、それとも確認規定なのか、貴庁のお考えを伺

いたい。それに応じて、次の点もご教示願いたい。 

①創設規定と考える場合：創設規定と考える場

合、資金移動業者府令第１条の２に列挙されたも

のは資金決済法第２条の２がなければ為替取引

 資金決済法第２条の２の規定は、いわゆる確認

規定であると考えます。 

なお、同条の規定は、収納代行の形式をとりつ

つも、実質的には受取人が個人（消費者）である

送金と認められるような行為は為替取引に該当

することを明確化する観点から、少なくとも、同

条に規定する行為であって、資金移動業者府令第

１条の２に規定する要件を満たすものは、為替取

引に該当することを確認するものであり、当該要

件を満たさない行為に係るこれまでの法令の適

用関係に影響を与えるものではないと考えます。 
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には該当しないということになるため、資金移動

業者府令第１条の２第１号ないし第３号に掲げ

るものであって、法人を受取人とする収納代行に

ついては、今後法又は府令の改正がない限りは為

替取引とはならないということになるが、その理

解でよいか。 

②確認規定と考える場合：確認規定と考える場

合、資金移動業者府令第１条の２に列挙されたも

のは、従前から「為替取引」に該当するものであ

り、今回の改正はそれを明確化したということに

なる。その場合、受取人が法人か個人かで「為替

取引」への該当性が異なることに論理的な理由が

なく、理屈として破綻しているように思われる。

そのため、確認規定と考えることはできないので

はないか。 

２ 「今後新たなビジネスモデルが登場する可能

性等もあることから、同条に定める行為に該当し

ない行為及び同条に定める行為には該当するが

内閣府令に定める要件に該当しないものが将来

にわたって直ちに為替取引に該当しないことを

意味するものではなく・・・」とあるが、資金決

済法第２条の２に定める行為に該当しない行為

及び同条に定める行為には該当するが内閣府令

に定める要件に該当しないものについては、少な

くとも現時点においては為替取引に該当しない

との理解でよいか。 

その理解による場合、現時点では、受取人が法

人の収納代行は全て為替取引から外れるため、債

務者の二重弁済リスクがあるものであっても為

替取引には該当しないということになるがそれ

でよいか。そうでない場合、上記のガイドライン

の記載は不明確であるため、再考願いたい。 

 資金決済法第２条の２の規定は、収納代行の形

式をとりつつも、実質的には受取人が個人（消費

者）である送金と認められるような行為は為替取

引に該当することを明確化する観点から、少なく

とも、同条に規定する行為であって、資金移動業

者府令第１条の２に規定する要件を満たすもの

は、為替取引に該当することを確認するものであ

り、当該要件を満たさない行為に係るこれまでの

法令の適用関係に影響を与えるものではないと

考えます。 

したがって、事務ガイドライン（資金移動業者）

Ⅰ－２に記載しているとおり、事業者の行為が為

替取引に該当するかは、その事業者が行う取引内

容等に応じ、最終的には個別具体的に判断するこ

とになります。 

３ 資金移動業者府令第１条の２の要件に該当し

ないものについては、将来にわたって直ちに為替

取引に該当しないことまで意味するものではな

いとしているが、そうだとしても、少なくとも現

時点では為替取引に該当しないとの理解でよい

か。それを前提に、資金移動業者府令第１条の２

各号のいずれにも該当しなければ受取人が個人

であっても為替取引に該当しないのであるから、
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同様の行為で受取人が法人の場合については、な

おのこと為替取引に該当しないとの理解でよい

か。 

そうだとすると、法人間の不動産取引のエスク

ローを収納代行方式で行うことについても、資金

移動業者府令第１条の２第３号イ及びロで想定

されている形式のエスクローであれば、現時点で

は為替取引に該当しないということになるが、そ

のような理解でよいか。 

４ 規制当局は、資金決済法第２条の２及び資金移

動業者府令第１条の２に基づく為替取引への該

当性について照会等があった場合には、同各条に

規定する要件に照らして判断するものとしつつ、

これらの規定は、あくまでも当該要件に該当する

サービスが「為替取引に該当することを確認する

もの」であるとし、「今後新たなビジネスモデル

が登場する可能性等もある」ことから、資金決済

法第２条の２に定める行為に該当しない行為及

び同条に定める行為には該当するが改正後資金

移動業者府令第１条の２に定める要件に該当し

ないものが「将来にわたって直ちに為替取引に該

当しないことを意味するものではなく、事業者の

行為が為替取引に該当するかは、その事業者が行

う取引内容等に応じ、最終的には個別具体的に判

断することに留意する」としている。しかし、現

時点での立法事実に基づき、資金決済法第２条の

２及び資金移動業者府令第１条の２の規定が置

かれているのであるから、将来新たなビジネスモ

デルが登場し、規制の必要が生じた時点で資金移

動業者府令第１条の２の規定を改正すべきであ

り、上記のような記載は、法令の適用可能性を曖

昧にし、事業者の予測可能性を著しく削ぐことと

なることから、削除すべきである。 

 ▼取引時確認等の措置 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－１－２ 

５ 「外国人の顧客の在留期限に応じたリスク評

価を実施しているか」とあるが、各顧客の在留期

限を確認することが想定されているのか。 

 貴見のとおりです。 

６ 「在留期限に応じたリスク評価」について、こ

れも「特に、海外送金を行う事業者」に要請され

 「在留期限に応じたリスク評価」については、

「海外送金を行う事業者」に限って要請されるも
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るもののように読めるが、その理解でよいか。リ

スク評価の前提として在留期限の把握が必要だ

とすれば、現時点で多くの銀行も対応できていな

いものと思われるし、対応するためには相当のシ

ステム開発コストがかかることが想定される。何

をどのようにするべきか、例示をあげていただく

等について検討してほしい。 

のではありません。在留期間の定めのある外国人

の場合を含め、将来口座の取引の終了が見込まれ

る場合には、当該口座が売却され、金融犯罪に悪

用されるリスクを特定・評価し、適切なリスク低

減措置を講ずる必要があり、在留期限の定めのあ

る外国人顧客の在留期限の確認は必要であると

考えます。 

７ 特に、海外送金を行う事業者においては、取引

に係る国・地域ごとのリスクを十分に評価してい

るか、外国人顧客の在留期限に応じたリスク評価

を実施しているか、マネロンガイドラインにおい

て、リスクの特定・評価・低減措置を講ずること

とされているが、事務ガイドライン（資金移動業

者）に新設された背景をご教示いただきたい。 

 資金移動業者について特に重要と思われる内

容を事務ガイドライン（資金移動業者）において

明確化したものです。 

８ 「顧客受入れ方針」とは、事務ガイドライン（資

金移動業者）Ⅱ－２－１－２－１（１）⑤の利用

者受入方針と同じものを指しているとの理解で

よいか。また、「顧客管理・・・に関する具体的

な手法」とは、同⑦の利用者管理方法と同じもの

を指しているとの理解でよいか。 

 基本的にはそのような理解で差し支えありま

せんが、事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－

２－１－２－１（１）⑦のマニュアルの作成や従

業員への周知が必要となる利用者管理方法は、顧

客受入れ方針のみならず、広く顧客管理に係る規

程等（例えば、取引時確認規程、マニュアル等）

も含むものと考えます。 

９ 制裁リスト等の照合は「顧客のスクリーニン

グ」方法の一つの例示であり、国外送金を伴わな

い電子マネーサービス等にとどまる場合には、必

ずしも制裁リスト等の照合が求められるもので

はないとの理解でよいか。 

 金融機関等は、顧客及びその実質的所有者の氏

名と関係当局による制裁リスト等を照合するな

ど、国内外の制裁に係る法規制の遵守その他必要

な措置を講じることが求められています（マネロ

ンガイドラインⅡ－２（３）（ⅱ）対応が求めら

れる事項④）。 10 海外送金を行わない事業者も、OFAC リストのみ

ならず各国の制裁対象者リストを確認すること、

しかも更新の都度再スクリーニングすることを

要求される趣旨か。既存顧客が多い事業者の場

合、頻繁に更新される OFAC リストの更新に合わ

せて再スクリー二ングを行うことは困難である

場合も想定されるし、規模や業務の内容等に応じ

てリスクベースで実施を求めるような記載とす

るべきではないか。また、世界中の国々の制裁対

象者リストをウォッチすることは不可能であり、

「関係各国による制裁リスト等」の記載について

は、「主要な制裁リスト等」としていただくのが

妥当と考える。 

 ▼利用者に対する情報の提供 
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事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－２－１－１（３） 

11 資金移動業者府令第 29 条の２第５号に規定す

る利用者の損失の補償その他の対応に関する方

針について、「Ⅱ－２－６を踏まえたものとなっ

ているか」とあるが、事務ガイドライン（資金移

動業者）Ⅱ－２－６は、連携サービスの利用者な

ど、資金移動サービスと直接の契約関係にない被

害者に対する補償も想定しており（資金移動業者

府令第 31 条第４号）、資金移動サービスの利用

者（直接契約関係のある利用者）に対する補償と

は法的整理や対応が異なることから、別々に定め

る必要があると考えるがどうか（例えば、利用者

に対する補償方針は、利用規約の内容を示すこと

が想定されるが、利用者以外の者には当該規約は

適用されない）。 

 補償等の方針の具体的な策定方法は各資金移

動業者において適切に判断されるべきものと考

えますが、利用者を対象とするものか、利用者以

外の者を対象とするものかが明確に分かるよう

になっていることが重要と考えます。 

12 資金移動業者府令第 29 条の２各号の情報提供

につき、既存顧客に対してはメール等にて通知し

かつアプリ内のリンクからいつでも内容を確認

できるという方法が許容されると解してよいか。 

 事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－２

－１－１（１）①に記載しているとおり、取引形

態に応じた説明態勢を整備することが求められ

ます。その前提が確保されるのであれば、ご指摘

のような方法も認められるものと考えます。 13 利用者に対する説明や情報提供を行う際の態

勢に関し、既に登録済みのユーザーに対する情報

提供の方法については、WEB サイトやアプリ内に

「お知らせ」を掲出する、あるいは個別にメール

を送る等で足りるか。 

 ▼為替取引に用いられることがないと認められる利用者の資金を保有しないための措置 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－２－１－１（５） 

14 「為替取引に利用する以外の目的での利用者

資金の受け入れを誘引する仕組みが講じられて

いる」こと自体が出資法の預り金規制に抵触する

おそれがあるのであって、「利用者資金残高に利

息を付す」行為はあくまでもその一例であるとい

う理解でよいか。 

貴見のとおりです。 

ご指摘を踏まえ、事務ガイドライン（資金移動

業者）Ⅱ－２－２－１－１（５）（注）の記載を

「利用者資金残高に利息を付す場合などについ

ては」に修正しました。 

なお、送金と無関係に資金を預かったり、送金

用口座と称して長期間金銭を預かり利息を付す

など、その実態によっては実質的に出資法上の

「預り金」に該当する場合も考えられる旨は、資

金決済法制定時にも示されている考え方であり、

資金移動業者はこうした資金を保有することが

ないよう、適正に業務を遂行することが求められ

ます。 
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15 （注）において、「利用者資金残高に利息を付

す場合については、為替取引に利用する以外の目

的での利用者資金の受け入れを誘引する仕組み

が講じられていると考えられ」とあるが、「利息」

には、資金のみならず前払式支払手段やボーナス

を含むか。 

 前払式支払手段は対価を得て発行されるもの

であることから、前払式支払手段を付与する事例

についてはその詳細が必ずしも明らかではあり

ませんが、利用者資金残高に利息に相当するよう

なポイント等の経済的なインセンティブを付与

することは、資金移動業者府令第 30 条の２の規

定との関係で、為替取引に用いられる見込みがな

い資金を受け入れることになりかねないほか、事

務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－２－１

－１（５）（注）に記載しているとおり、出資法

の預り金規制に抵触するおそれがあるものと考

えます。 

16 利用者資金残高に利息を付す場合について記

載があるが、同様に利用者残高に応じてポイント

を付す行為や利用者資金の残高に応じて懸賞の

対象にする行為も為替取引に利用する以外の目

的での利用者資金の受け入れを誘引する仕組み

と認められるため、出資法の預り金規制に抵触す

る可能性が高いと考えておいた方がよいか。 

17 第二種資金移動業者が、営業推進のために営業

キャンペーンを行い、当選者に対して金銭（例：

千円）を交付することを検討している。この際に、

当選金を当選者の預り勘定にクレジットするこ

とも検討しているところ、このクレジット（次回

送金に際して加算して利用できる）については、

「顧客からの」預り金（滞留資金）となるか確認

したい。 

資金移動業者が利用者のアカウントに交付す

る資金も、利用者からの受入資金と同様の取扱い

となるものと考えます。 

なお、ご指摘の「営業キャンペーン」の詳細が

必ずしも明らかではありませんが、送金と無関係

に資金を預かったり、送金用口座と称して長期間

金銭を預かり利息を付すなど、その実態によって

は実質的に出資法上の「預り金」に該当する場合

も考えられる旨は、資金決済法制定時にも示され

ている考え方であり、資金移動業者はこうした資

金を保有することがないよう、適正に業務を遂行

することが求められます。 

18 「当該方法が迅速性や利用者利便の観点から

妥当といえるか」とあるが、返還が遅延したり、

利用者利便を損ねるようなものとして想定され

ている返還方法があるのであれば、ご教示いただ

きたい。 

 例えば、遠隔地に所在する利用者に対し、窓口

での返還のみを求めるような場合等を想定して

います。 

19 「定めた方法に従い返還等を行うため、必要な

情報を予め利用者から入手するための態勢」と

は、振込口座などのキャッシュアウト先の登録の

他に想定している措置等はあるか。 

 例えば、利用者の連絡先（電話番号、メールア

ドレス等）を確認すること等が考えられます。 

20 第二種資金移動業者で、残高の上限設定をして

おり、システムによって 100 万超えの残高をユー

ザーが保有できない場合でも、100 万円を超える

部分についての返還方法を定める必要があるの

か。そもそも発生しないケースについての対応で

あり体系的に処理する必要性がないこと、および

 資金移動業者府令第30条の２第２項の規定は、

資金移動業者が為替取引と無関係に利用者から

資金を受け入れた場合には、出資法の預り金規制

に抵触するおそれがあるとの従前から示されて

いた考え方を踏まえ、その種別にかかわらず、資

金移動業の適正な遂行を確保する観点から新設
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出資法の預り金規制に抵触するようなケースが

発生した際には個別に当該利用者とコミュニケ

ーションを取ることが予想され、その際に返還方

法を協議のうえ確定することが可能であること

から、返還方法を定める必要はないと考える。 

したものです。したがって、従前からの考え方を

踏まえ、資金移動業を適正に遂行している資金移

動業者であれば、この規定により何らかの追加的

な対応が必要となるものではないと考えます。 

なお、利用者資金の返還については、事務ガイ

ドライン（資金移動業者）Ⅳ－１－１（注１）に

記載しているとおり、払出し先として、予め利用

者の銀行口座を登録するなどの対応を図ってお

くことが適当と考えます。 

 ▼利用者から受け入れた資金を貸付等の原資として用いることを防止するための措置 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－２－１－１（６） 

21 なお書きに関して、受入資金について「貸付以

外の使途であれば自由に活用して良いというわ

けではなく」とあるが、受入資金の一部を短期の

運転資金に利用すること（例えば、売掛金の入金

予定日が１週間後であるが、その前に資金移動業

者自身の従業員に対する給与支払日が到来する

場合において、受入資金の一部を当該給与支払に

充てること）までは禁じられていないという理解

でよいか。 

 「貸付け又は手形の割引」に該当しないもので

あれば、資金移動業者府令第 30 条の３の規定の

適用を受けるものではありませんが、事務ガイド

ライン（資金移動業者）Ⅱ－２－２－１－１（６）

に記載しているとおり、資金移動業者には、資金

移動業を適正かつ確実に遂行することが求めら

れていることを踏まえれば、利用者から受け入れ

た資金について、貸付以外の使途であれば自由に

活用して良いというわけではなく、利用者からの

指図に円滑に対応していくために十分な流動性

を確保するとともに、容易に毀損することがない

よう管理する必要があります。 

22 履行保証金保全契約を締結している場合、顧客

から受け入れた資金を貸付に回すことにより信

用創造を行わないようにするための措置を講じ

ることが求められている。顧客資金は当社名義の

銀行口座にて管理されているが、その顧客資金を

海外親会社にグループ内貸付・預金等の形式で移

転することも禁じられているという理解でよい

か。また、なお書きの記載条件を満たしていれば、

顧客資金により親会社に対してのサービス提供

対価の支払や、当社経費の支払等に使用すること

は認められるか。 

23 「利用者からの指図に円滑に対応していくた

めに十分な流動性を確保するとともに、容易に棄

損することがないよう管理する必要があること

に留意する。」という点は、履行保証金保全契約

を利用する場合についての留意事項と解してよ

いか。 

 貴見のとおりです。 

24 グループ企業等における CMS（キャッシュマネジ

メントサービス）での資金管理を行うような場合

も規制の対象と位置付けられるのか。 

 ご指摘の「グループ企業等における CMS（キャ

ッシュマネジメントサービス）」の詳細が必ずし

も明らかではありませんが、資金管理の方法が貸
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付け又は手形の割引に該当する場合には、資金移

動業者府令第 30 条の３の規定の適用を受けるも

のと考えます。 

 ▼個人情報管理 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－２－３－１（２） 

25 ④の記載内容は、現行の「個人情報の保護に関

する法律についてのガイドライン（外国にある第

三者への提供編）」等には含まれておらず、現在

個人情報保護委員会からパブリックコメントに

付されている令和２年改正個人情報保護法にか

かる「個人情報の保護に関する法律施行規則の一

部を改正する規則案」の内容に沿う内容となって

いる。この内容はいわば、令和２年改正個人情報

保護法の内容を先取りするものとなっているが、

資金移動業者についてのみ先取りして適用する

合理性はないと思われるため、適用については改

正個人情報保護法の施行と平仄を合わせていた

だきたい（事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅷ

－２－１（２）⑤ホについても同旨）。 

 資金移動業者の業務がグローバル化していく

中、外国にある第三者への業務委託や業務提携を

行う場合にも個人情報の適切な管理を行うこと

が資金移動業の業務の適切性の観点から重要で

あるため、事務ガイドライン（資金移動業者）に

記載したものです。 

なお、事務ガイドライン（資金移動業者）の記

載は、令和２年改正個人情報保護法の施行を前提

とするものではありません。「個人情報保護法第

24 条において、個人データについて外国にある第

三者への提供が制限されていることを踏まえ」と

の記載については、誤解を与える可能性があるこ

とから削除いたします。 

26 「当該外国における個人情報の保護に関する

制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のため

の措置について確認を行った上で」との個所につ

いて、連携先事業者が金融機関である場合等、海

外法令の報告を受けて対応することも十分合理

的と思われるが、このような海外事業者とも連携

して確認することも許容される理解でよいか。 

 貴見のとおりと考えます。 

 ▼システムリスク管理態勢 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－３－１－１（２） 

27 資金移動業での統合された複数のサービスの

一部としてとあるが、具体的にはどのようなイメ

ージのサービスのことか。 

 例えば、１つのスマホアプリの中に複数のサー

ビスがあり、そのうちの１つに資金移動業がある

場合を想定しています。このように様々なサービ

スを統合して提供する際には、サービス全体を踏

まえたシステムリスク管理が求められるものと

考えます。 

 ▼コンティンジェンシープラン 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－３－１－１（９） 

28 コンティンジェンシープランに基づく外部委

託先との合同訓練について、「システムの連携先

等」が明示され、かつ、「望ましい」ではなく、

「実施しているか」となっている。システムの連

 全ての連携先との合同訓練を同一日に実施す

る必要はなく、各連携先と個別に訓練を実施する

ことでも問題ないと考えます。 
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携先が仮に銀行口座の連携やAPI接続先などを想

定しているとすると、合同訓練を行うことは実務

上のハードルが高いように思われるが、具体例が

あるか。 

 金融機関、クレジットカード会社を含む、シス

テム的に直接連携する全ての連携先との訓練を

実施することを求めているものであり、間接連携

（連携先の連携先）は含まないと解してよいか。 

 貴見のとおりと考えます。 

 ▼不正取引に対する補償 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅱ－２－６－１ 

29 「為替取引に係る業務の内容及び方法に照ら

し必要があると認められる場合とは、例えば・・・

資金移動業の利用者以外に損失が発生するおそ

れのある場合」とあるが、銀行口座連携の場合以

外で想定されるのは、どのような場合か。クレジ

ットカードと連携している場合も含まれるとす

ると、クレジットカードを保有する者全員が対象

になりかねず、もともとクレジットカードの仕組

みで不正利用の防止が図られていることを踏ま

えると過剰な対応と思われる。 

このように、「資金移動業の利用者以外に損害

が発生するおそれのある場合」という文言から

は、無限に範囲が広がってしまうので、銀行口座

連携を想定しているのであれば、その場面に限定

した記載としていただけないか。 

例えば、連携する銀行口座の預金者のほか、ご

指摘のような連携するクレジットカードの名義

人も考えられます。 

 資金移動業の利用者ではない者が被害者とな

る場合も想定されるため、当該資金移動業者の補

償方針を「不正取引が発生した場合に損失が発生

するおそれのある資金移動業の利用者以外の者」

も容易に知り得る状態におくことが必要と考え

ますので、原案のとおりとさせていただきます。 

30 ②イ「損失が発生するおそれのある具体的な場

面毎」という部分について、網羅的に記載するこ

とができないため全体の損害補償有無との内容

にしていただきたい。 

「損失が発生するおそれのある具体的な場面

毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び

補償に要件がある場合にはその内容」等について

は、利用者等の保護の観点から、利用者等がその

内容を正確に理解でき、利用者等の保護に欠ける

ことがないような粒度で記載することが必要と

考えますので、原案のとおりとさせていただきま

す。 

なお、損失が発生するおそれのある具体的な場

面を細分化せず、包括的に補償の有無、内容及び

補償要件の内容を記載することを否定するもの

ではありません。 

 ▼業務実施計画 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－１ 
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31 決済・仲介 WG 報告は第一種資金移動業者に対

して「高額送金に係る事業の具体的な内容や収支

計画、当該事業を適正かつ確実に遂行するための

体制整備の状況等を追加的に確認」することを求

めている。この点、どの種別の資金移動業であっ

ても、事業開始後三事業年度における資金移動業

の種別ごとの収支見込みの提出が義務付けられ

ているが（資金移動業者府令第６条第 10 号）、第

一種資金移動業の収支計画における「追加的な確

認」については具体的にどのような確認を想定さ

れているか。 

 収支計画については、いずれの種別の資金移動

業についても、登録（又は変更登録）審査時に「競

合者の参入、システムの陳腐化等、環境の悪化に

伴う対応方策が確立しており、その場合でも一定

の収益を見込めるような計画となっているか」

（事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅷ－２－１

（２）④ハ）等を確認します。 

 今回の改正で新設する第一種資金移動業の業

務実施計画の認可に係る審査においては、第一種

資金移動業は高額送金が可能であること等を踏

まえ、予定する具体的なビジネスモデルや送金上

限額等を踏まえ、収支計画が妥当かどうかを追加

的に確認します。 

 ▼厳格な滞留規制等 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－１－１ 

 ▽厳格な滞留規制 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－１－１－１（１） 

32 顧客が 200 円、500 円といった少額を多めに当

社口座に入金するケースがある。 

過剰入金や少額の送金キャンセル資金は返金

対象金として管理し、累計金額が 10,000 円に達

した時点で自動的に顧客にメールで通知し、まと

めて返金処理を行うという運用を考えているが、

問題のない範囲か。 

 第一種資金移動業については、①具体的な為替

取引の指図を伴わない利用者資金の受入れ、②

「資金の移動に関する事務を処理するために必

要な期間」を超える利用者資金の滞留を認めない

厳格な滞留規制が課されています。当該規制は、

資金の金額の多寡にかかわらず一律に課されま

すので、ご指摘のような少額の資金であっても、

具体的な為替取引の指図を伴わない資金（過剰

額）の受入れを行うことはできず、過剰入金や送

金キャンセルが発生した場合には、為替取引ごと

に、過剰額等を利用者に速やかに返金する必要が

あると考えます。 

33 土日夜間など事前に当社口座に送金資金を入

金し、Web フォームからの送金申込みを行うケー

スがある。 

第一種資金移動業の厳格な滞留規制への対応

は、資金移動業者が送金額、送金日、送金先を明

確に確認するまでは送金資金の入金をさせない

ための何らかの措置を講じる必要があるという

解釈でよいか。 

 貴見のとおりです。 

34 土日夜間など事前に当社口座に送金資金を入

金し、Web フォームからの送金申込みを行うケー

スがある。 

第一種資金移動業においては、具体的な為替取

引の指図（①移動する資金の額、②資金を移動す

る日、③資金の移動先に係る具体的な指図）を伴
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また、営業時間内においても送金申込と資金の

入金が前後する場合があり、「合理的期間（例え

ば、入金から具体的指図の確認完了までの時間を

最大 48 時間とする。）を設定し、この期間を超え

た場合は顧客に返金する。」という運用でよいか。 

わない利用者資金を受け入れることができない

ことから、利用者資金を受け入れる時点におい

て、①から③までの全てが明確に指定されている

為替取引の指図を受け付けている必要があると

考えます。そのため、ご指摘の「入金から具体的

指図の確認完了までの合理的期間」の設定は適当

ではなく、具体的な為替取引の指図を受け付ける

前に利用者資金の入金があった場合は資金決済

法第51条の２第１項に違反することとなります。 

なお、仮にこのような入金があった場合は、利

用者に速やかに返金する必要があると考えます。 

35 「その際に完了予定日から逆算した入金予定

日を伝達し、入金予定日までは資金を受け入れな

いこと」とあるが、資金移動業者が利用者に対し

て入金予定日を指定して伝達したにもかかわら

ず、利用者が入金予定日よりも早く当該資金移動

業者に入金してしまうことはありうる。このよう

な場合については、資金移動業者による入金予定

日の指定が適切であれば、入金予定日前に入金が

あったとしても問題はないとの理解でよいか。利

用者が入金予定日よりも１日でも早く入金した

場合には、資金移動業者は一旦返金した上で、再

度入金予定日に入金することを促さなければな

らないとすると負担が過大であるため、そのよう

な取扱いは避けていただきたい。 

第一種資金移動業を営む資金移動業者は、「資

金の移動に関する事務を処理するために必要な

期間」を超えて為替取引に関する債務を負担する

ことができないことから、利用者資金について入

金予定日前の受入れを防止する措置を講じる必

要があり、当該入金予定日よりも前に利用者資金

の入金があった場合は資金決済法第 51 条の２第

２項に違反することとなります 

なお、仮に資金移動業者が当該措置を講じても

なお入金予定日前に利用者資金の入金があった

場合には、入金予定日までの期間の長短にかかわ

らず、利用者に速やかに返金する必要があると考

えます。 

36 （注４）について、この趣旨は、ここに挙げら

れている２つのサービスは滞留制限規制に抵触

すると考えられるため、基本的に第一種資金移動

業ではサービス提供できないということを明確

化したものと考えてよいか。 

（注４）に記載したサービスは、具体的な為替

取引の指図を伴っていたとしても、一般に、利用

者による ATM での資金の引出し、送金人から証書

の送付を受けた受取人の資金の受取り等の行為

により、為替取引が完了すると考えます。 

そのため、資金決済法第 51 条の２第２項（「資

金の移動に関する事務を処理するために必要な

期間」を超える利用者資金の滞留を認めない厳格

な滞留規制）に違反する可能性があることから、

留意点として記載しています。当該規制を遵守し

た上で、当該サービスを提供することが可能であ

れば、必ずしも一律に禁止されるものではないと

考えます。 

37 具体的な為替取引の指図がある場合、（注４）

との関係で合理的な期間内であれば、送金予約と

ご指摘の事例の詳細が必ずしも明らかではな

く、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断さ
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して先に資金を受け入れることができるものと

理解してよいか。 

れるべきものと考えますが、「資金の移動に関す

る事務を処理するために必要な期間」とは、例え

ば、テロ資金供与及びマネー・ローンダリング対

策上の確認・検証、海外拠点や銀行等への連絡、

銀行口座への振込等、為替取引の事務処理に要す

る必要最低限の期間を考慮し、合理的に算定した

期間をいい、当該期間を超えて為替取引に関する

債務を負担することはできません。 

38 「通常、資金の移動に関する事務を処理するた

めに必要な期間を超えて第一種資金移動業者が

為替取引に関する債務を負担することになると

考えられるため」とあるが、このように考えてい

る理由としては、送金の完了が専ら利用者側の事

情（例えば、ATM の引出のタイミング、マネーオ

ーダーの移転、払戻のタイミング等）に委ねられ、

「資金の移動に関する事務を処理するために必

要な期間」に送金が完了するとは限らないからと

の理解でよいか。 

例えば、ATM の引出しやマネーオーダーの払戻

期限が「資金の移動に関する事務を処理するため

に必要な期間」に限定されていれば（例えば、ATM

の引出期限・払戻期限が合理的期間内に制限され

ている。）、このような送金方法が一律排除され

るものではないとの理解でよいか。 

前段については、貴見のとおりです。 

後段については、ご指摘の事例の詳細が必ずし

も明らかではなく、個別事例ごとに実態に即して

実質的に判断されるべきものと考えますが、例え

ば、テロ資金供与及びマネー・ローンダリング対

策上の確認・検証、海外拠点や銀行等への連絡、

銀行口座への振込等、為替取引の事務処理に要す

る必要最低限の期間を考慮し、合理的に算定した

期間内に、確実に為替取引が完了することが確保

されるのであれば、ご指摘の送金方法が一律に禁

止されるものではないと考えます。 

39 「受取人が資金を受け取る場合には、・・・受

取人の銀行等の預金口座に直接資金を入金する

など」とされているが、第一種資金移動業や第二

種資金移動業のアカウントへの入金は認められ

ないのか。なお、当然それぞれの滞留規制を遵守

するものとする。 

「受取人の銀行等の預金口座」への入金以外の

入金方法を否定するものではありませんが、第一

種資金移動業を営む資金移動業者は、資金決済法

第 51 条の２第１項により、具体的な為替取引の

指図（①移動する資金の額、②資金を移動する日、

③資金の移動先に係る具体的な指図）の内容が明

らかではない為替取引に関する債務の負担が禁

止されることから、利用者が送金資金を受け取る

形で当該資金移動業者内に開設した第一種資金

移動業のアカウントに入金する場合においても、

受取人たる利用者に対し、入金予定の資金につい

て具体的な為替取引の指図の内容を確認する必

要があると考えます。 

また、第二種資金移動業のアカウントに入金す

る場合においては、資金移動業者府令第 30 条の

２第１項により、利用者１人当たりの受入額が
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100 万円を超えている場合は、利用者資金が為替

取引に関するものであるかを確認する必要があ

ります。 

40 「受取人が資金を受け取る場合には、受取人が

予め登録した受取人の銀行等の預金口座に直接

資金を入金するなど、受取人の資金について為替

取引の完了に向けて無用な滞留が生じない措置

を講じているか。」との記載について、 

①（１）資金移動業者が送金人（顧客）から依頼

を受けて受取人の銀行等に送金することを想

定しているのか、それとも（２）海外からの送

金について受取人（顧客）の銀行等の口座に送

金することを想定しているのか。 

②銀行等となっているのは、銀行だけでなくモバ

イルワレットやプリペイドカード等のアカウ

ントも想定しているということでよいか。 

③「無用な滞留が生じない」措置が講じられてい

れば、銀行口座に直接振り込むのではなく、例

えば、１日分の送金をまとめて銀行等に振り込

む等の対応でも問題ないという認識でよいか。 

①については、事務ガイドライン（資金移動業

者）の当該記載は、他の利用者から資金を受け取

る場面での留意点を記載したものです。第一種資

金移動業を営む資金移動業者は、具体的な為替取

引の指図を伴わない利用者資金の受入れができ

ず、受け入れた利用者資金は「資金の移動に関す

る事務を処理するために必要な期間」を超えて滞

留することができない、厳格な滞留規制が課され

ています。当該規制を遵守しない限りは、他の利

用者から資金を受け取る場合であっても、利用者

が第一種資金移動業を営む資金移動業者内に開

設したアカウント等に資金を滞留することはで

きません。 

②については、「銀行等の預金口座」は例であ

り、資金移動業者内に開設したアカウントへの入

金等、「銀行等の預金口座」への入金以外の入金

方法を一概に否定するものではありません。な

お、「銀行等」については、資金決済法第２条第

17 項に規定しています。 

③については、ご指摘の例の詳細が必ずしも明

らかではなく、個別事例ごとに実態に即して実質

的に判断されるべきものと考えます。 

41 無用な滞留が生じている場合は、資金決済法第

51 条の２第２項に違反することになるとの理解

でよいか。 

ご指摘の「無用な滞留が生じている場合」の詳

細が必ずしも明らかではなく、個別事例ごとに実

態に即して実質的に判断されるべきものと考え

ますが、「資金の移動に関する事務を処理するた

めに必要な期間」を超えて為替取引に関する債務

を負担するのであれば、資金決済法第 51 条の２

第２項に違反することになると考えます。 

42 資金の滞留について、「第一種資金移動業者の

責めに帰することができない事由により資金を

移動することができない場合」として想定される

事由が生じた場合の対処方針を策定することが

求められているが、どのようなものを想定してい

るのか。 

第一種資金移動業を営む資金移動業者は、業務

内容に照らして、「資金移動業者の責めに帰する

ことができない事由により資金を移動すること

ができない場合」として想定されるものがある場

合、その事由を特定し、当該事由が生じた場合の

対処方針（考え得る解消方法、社内フロー等）を

予め策定しておく必要があります。 
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例えば、利用者から指定された資金の移動先に

関する情報に誤りがある場合に、直ちに利用者に

確認を行うことができるよう、緊急時の利用者へ

の連絡方法や社内での連絡体制を定めておくこ

と等が考えられます。 

43 （注５）における例示について、資金の移動に

関し確認事項がある場合（例えば送金額と入金額

が異なる場合）、送金人が送金をキャンセルした

場合も該当の事象に含まれると解してよいか。 

ご指摘の事例については、個別事例ごとに実態

に即して実質的に判断されるべきものと考えま

すが、一般に、送金額と入金額の相違を確認する

場合や送金人が送金をキャンセルした場合は、

「第一種資金移動業者の責めに帰することがで

きない事由により資金を移動することができな

い場合」に該当するものと考えます。 

44 戦争、天災、感染症による都市閉鎖等不可抗力

についても、一定程度の可能性で生じることがあ

るものと認識をしており、このような場合も「第

一種資金移動業者の責めに帰することができな

い事由により資金を移動することができない場

合」に含まれると解してよいか。 

貴見のとおりと考えます。 

 ▽問題認識時 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－１－１－２（１） 

45 事業者の責めに帰す事由なく送金の着金が遅

延した場合において、資金は決済のためにコルレ

ス先の事業者へ支払済みのため、当該コルレス先

自身は、分別管理等で資産保全をしていたとして

も、日本法における供託等の対応を行うことはで

きないことはありうる。その場合において、当該

報告書を提出することによって、必ずしも法令違

反にならないよう、取扱いをお願いしたい。 

当該事業者の責めに帰す事由でないケースと

しては、コルレス先のシステム障害等、当社とし

ても対策を考えうる場合だけではなく、当該国の

銀行ネットワーク等の障害や天災、戦争、感染症

等の対策を打つことが難しい不測の事態も想定

されるためである。 

ご指摘の趣旨が必ずしも明らかではありませ

んが、未達債務は、コルレス先に資金が到達した

時点では消滅せず、原則として、受取人の銀行口

座に着金する等、受取人が現実に資金を受け取る

時点まで消滅しません（事務ガイドライン（資金

移動業者）Ⅱ－２－２－２－１④（注３））。 

 ▽事務処理に必要な期間の超過時 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－１－１－２（２） 

46 第一種資金移動業者が「資金の移動に関する事

務を処理するために必要な期間」を超えて債務を

負担した場合、事務ガイドライン（資金移動業者）

Ⅲ－１－１－１（１）⑤に関する原因の検証結果

月次での報告を想定しています。 
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について定期的に当局宛の報告を求めるとされ

ているが、どの程度の頻度での報告が求められる

こととなるのか。 

 ▼システムリスク管理態勢 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－１－３－１（１） 

47 「専門性を持った第三者（外部機関）等による」

とあるが、内部に専門性を有する者がおり、監査

態勢が整備されていれば必ずしも外部監査を要

するものではないと理解している。事業者が外部

監査を求められていると誤解しないように念の

ため確認させていただきたい。 

「専門性を持った第三者（外部機関）等」とあ

るように、内部に「専門性を持った第三者（外部

機関）」と同等の専門性を持った者がいる場合に

は、必ずしも外部機関による監査又は評価を要す

るものではありません。 

48 「システムリスク管理態勢について、専門性を

持った第三者（外部機関）等による知見を取り入

れた監査又は評価を実施しているか」（事務ガイ

ドライン（資金移動業者）Ⅲ－１－３－１（１）

②）や、「サイバーセキュリティについて、専門

性を持った第三者（外部機関）等によるネットワ

ークへの侵入検査、脆弱性診断等を実施し、セキ

ュリティ水準に対する客観的な評価を受けてい

るか」（同（２）①）について、これらは社内監

査やリスク評価において、第三者による監査やリ

スク評価策定ではなくても、社内専門性知識を十

分に持った者による社内監査や社内リスク評価

策定を行い、課題への対策を実施していることで

よい、という理解でよいか。 

49 外国にシステム部門、監査部門を有する事業者

については、国内に担当役員等はいないが、どの

ようにすべきか。 

担当役員等が国内にいることを必ずしも求め

てはいませんが、そのような場合でも有事の対応

を含め、業務を適切に遂行できる態勢を構築する

必要があります。 

 ▼セキュリティ対策 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－１－３－１（２） 

50 「１日及び１回の為替取引の上限額を利用者

側で設定可能とする機能」について、システム上

の対応だけでなく、送金時に都度、窓口での受付

で設定することでもよいか。 

利用者による送金を窓口で受け付ける場合、利

用者側による為替取引の上限額設定機能は、シス

テム上の対応だけでなく、窓口での受付で設定す

ることで問題ないと考えます。 

なお、窓口での受付においては、利用者の本人

確認の実施に当たり、なりすましを防ぐ観点等か

ら厳格な確認を行うことにご留意ください。 

 ▼システムの安定稼働 
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事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－１－３－１（３） 

51 

 

①の「システム障害等の影響を極小化するため

のシステム的な仕組みとして、実効的なバックア

ップシステム等を構築しているか」と、②の「重

要なデータの整合性及び完全性を毀損しないた

めに、バックアップを取得する仕組みを構築して

いるか」は、異なる着眼点が記載されているのか。 

①は業務継続のための代替手段を指している

ものであり、②は重要なデータの保護・保管を目

的としたものです。①と②はそれぞれ異なる着眼

点を記載しています。 

 ▼為替取引の上限額 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－１－５ 

52 「為替取引の上限額に応じたリスク管理態勢」

とあるが、システムリスク（Ⅲ－１－３）及び

AML/CFT リスク（Ⅲ－１－４）のほかに想定して

いるリスクはどういったものか。 

例えば、資金移動業者の破綻や為替取引に関す

る事故等により、為替取引が確実に履行されない

リスクを想定しています。 

 ▼為替取引に関する事故が発生した場合等の対応方針 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅲ－１－６ 

53 「必要な送金資金に不足が生じたこと」に基づ

く「為替取引に関する事故」は、典型的にはどの

ような場面を想定すればよいか（社内規程等の策

定に際し、参考にできればという趣旨である）。 

例えば、資金移動業者がコルレス先や業務委託

先に対し、事前に送金用資金を入金し、当該資金

を利用して送金を行っている場合において、為替

取引の依頼が集中したことにより、入金した送金

用資金に不足が生じ、為替取引の履行が確保でき

ないような場面が考えられます。 

 ▼滞留規制 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅳ－１ 

54 預かり金額が100万円を超えている場合に取る

べき具体的な対応は、第１項（確認措置）、第２

項（当該資金を保有しないための措置）共に事業

者の判断に委ねられているという認識で問題な

いか。 

事業者の判断に委ねられていない場合、利用者

の受け入れ時に提示する利用約款において当該

改正内容を踏まえた記述がなされていれば問題

ないか。 

上記のいずれも問題がある場合、当規制に対す

る実行性ある対処をお示しいただきたい。 

 資金移動業者府令第 30 条の２第１項に規定す

る体制は、各資金移動業者のビジネスモデルを踏

まえつつ、規定の趣旨に照らして実効性のあるも

のとなるように整備されるべきものであり、特定

の対応を求める画一的な規制ではありません。 

また、同条第２項の規定は、資金移動業者が為

替取引と無関係に利用者から資金を受け入れた

場合には、出資法の預り金規制に抵触するおそれ

があるとの従前から示されていた考え方を踏ま

え、その種別にかかわらず、資金移動業の適正な

遂行を確保する観点から新設したものです。した

がって、従前からの考え方を踏まえ、資金移動業

を適正に遂行している資金移動業者であれば、こ

の規定により何らかの追加的な対応が必要とな

るものではないと考えます。 

なお、ご指摘のように、「利用約款」にこれら

の規定の内容を踏まえた記述があることのみを
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もって、実効性のある体制整備や資金移動業の適

正な遂行が図られているとは認められないと考

えます。 

55 為替取引に用いられる蓋然性の確認に当たり、

利用者ごとに、取引実績に加え、例えば提供する

サービス仕様やサービスにおける平均的な利用

者の態様なども総合的に考慮した上で確認する

ことが許容されると解してよいか。 

 ご指摘の「提供するサービス仕様やサービスに

おける平均的な利用者の態様」の詳細が必ずしも

明らかではありませんが、それらから①受入額、

②受入期間、③送金実績、④利用目的を把握して

総合考慮できるのであれば、それらを勘案するこ

とも許容されるものと考えます。 

56 送金に利用するための滞留が一律に禁止され

ることはなく、「利用者から受け入れた資金のう

ち為替取引に用いられないことがないと認めら

れるものを保有しないための措置」として、例え

ば、資金使途の目的の確認等により、送金目的が

ないことが明確と判断された場合に、適宜の方法

で返金等することが求められると解してよいか。 

 貴見のとおりと考えます。 

57 利用者の資金が100万円を超えたら都度確認す

ることまでを求めているものではなく、利用状況

や資金移動業者のビジネスモデルに応じて適時

適切に確認が行われる態勢整備が求められてい

るということでよいか。 

 貴見のとおりと考えます。 

58 在日外国人の中には、銀行口座を持っていない

ケースも増えると予想されるが、為替レート等を

見ながら本国に送るタイミングを計っており、国

籍・年齢等の条件にもよるが、帰国直前に送る傾

向がある。このため、ある程度の資金が滞留する

ことが予想されるが、例えば為替取引との関連性

を確認するなどして、帰国直前に送金することが

明らかな場合またはその蓋然性が高いと判断さ

れた場合、利用者への払出しの要請等は不要と解

してよいか。 

 個別事例ごとに実態を踏まえて実質的に判断

されるべきものと考えますが、為替取引に用いら

れる蓋然性が高いと判断される資金の払出しを

求めるものではありません。 

59 日本在住の外国人の中には、銀行口座を保有し

ていない者もいる。 

当該外国人から、帰国時に母国に送金するため

に資金移動業者の口座に資金を預けているとの

申告を受けている場合、当該外国人の在留期間を

管理する前提であれば、帰国時まで資金を受け入

れていても問題ないと考えてよいか。 

ご指摘の「申告」を事前に利用者から受ける対

応を否定するものではありませんが、そもそも資

金移動業者は、為替取引に用いられる資金でなけ

れば受け入れることはできず、為替取引と無関係

に利用者から資金を受け入れた場合には、出資法

の預り金規制に抵触するおそれがあると考えら

れることは、従前と変わりありません。 
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なお、資金移動業者府令第 30 条の２第１項に

規定する体制は、各資金移動業者のビジネスモデ

ルを踏まえつつ、規定の趣旨に照らして実効性の

あるものとなるように整備されるべきものであ

り、特定の対応の有無により問題の有無が決まる

画一的な規制ではありません。いずれにせよ、第

二種資金移動業を営む資金移動業者は、利用者 1

人当たりの受入額が 100 万円を超えている場合

に、①受入額、②受入期間、③送金実績、④利用

目的を総合考慮して、利用者資金と為替取引との

関連性を判断することが重要と考えます。 

また、テロ資金供与及びマネー・ローンダリン

グ対策の観点から、在留期間の定めのある外国人

については、当該外国人の口座が売却され、金融

犯罪に悪用されるリスクを特定・評価し、在留期

限の管理を含むリスク低減措置を適切に実施す

る必要があると考えます。 

60 当社（第二種資金移動業を想定）顧客が資金を

利用できるのは、送金・デビットカード決済・ATM

引き出しといった為替取引のためのみであり、そ

れ以外の用途で当社にチャージすることは考え

にくい。そのため、顧客がチャージを行う度に為

替取引との関連性を確認するのではなく、事前に

包括的に為替取引目的のみでの資金受け入れで

あるということの同意を顧客から得ておくこと

も認められるか。もちろん、その後資金が長期間

滞留していることを探知・防止するなど、適切な

滞留防止措置を講じるという前提である。 

 ご指摘の「同意」を事前に利用者から得る対応

を否定するものではありませんが、そもそも資金

移動業者は、為替取引に用いられる資金でなけれ

ば受け入れることはできず、為替取引と無関係に

利用者から資金を受け入れた場合には、出資法の

預り金規制に抵触するおそれがあると考えられ

ることは、従前と変わりありません。 

なお、資金移動業者府令第 30 条の２第１項に

規定する体制は、各資金移動業者のビジネスモデ

ルを踏まえつつ、規定の趣旨に照らして実効性の

あるものとなるように整備されるべきものであ

り、特定の対応の有無により問題の有無が決まる

画一的な規制ではありません。いずれにせよ、第

二種資金移動業を営む資金移動業者は、利用者 1

人当たりの受入額が 100 万円を超えている場合

に、①受入額、②受入期間、③送金実績、④利用

目的を総合考慮して、利用者資金と為替取引との

関連性を判断することが重要と考えます。 

61 「利用者資金が為替取引に関するものである

かを確認」する方法として、例えば特定の支払目

的のウォレットを作った場合、当該ウォレットに

入れたものは「為替取引に用いられる蓋然性が高

い」と判断してもよいか。また、利用者からの情

 ご指摘の「特定の支払目的のウォレット」の詳

細が必ずしも明らかではありませんが、当該ウォ

レットへの入金後に利用実績がない場合もある

と考えられることから、利用者から受け入れた資

金が為替取引に用いられるものであるかどうか
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報提供に誤りがあったことによって関連性判断

を正確に行えなかった場合には、資金移動業者の

責任は問われないと解してよいか。 

を確認する必要性がなくなるものではないと考

えます。 

なお、資金移動業者府令第 30 条の２第１項の

規定は、あくまで資金移動業者に体制整備義務を

課すものであり、例えば、ご指摘のように利用者

から正確な情報提供がなかったために、結果とし

て正確な判断を行うことができなかったものが

あったとしても、実効性のある体制が整備されて

いるのであれば、同項の規定に違反するものでは

ないと考えます。 

62 デビットカードでの使用のためにチャージさ

れた資金については、為替取引に用いられる資金

ということで受け入れ可能という理解でよいか

（当社では、ウォレットにて受け入れた資金は、

送金だけではなくデビットカードとしての使用

も可能である）。 

 ご指摘の事例の詳細が必ずしも明らかではあ

りませんが、チャージ後に利用実績がない場合も

あると考えられることから、利用者から受け入れ

た資金が為替取引に用いられるものであるかど

うかを確認する必要性がなくなるものではない

と考えます。 

63 「総合考慮」における具体的な確認方法、判断

基準、対応方法について規定した社内規則等の妥

当性や運用状況、為替取引と関連性が認められな

かった場合に業者が講じた措置等について実効

性のあるモニタリングが行われるとの理解でよ

いか。 

 貴見のとおりです。 

資金移動業者は、具体的な確認方法等につい

て、自身の提供するサービス内容等を踏まえ、社

内規則等を定めるなど、適切な管理態勢を構築す

ることが求められます。監督当局はこうした資金

移動業者の管理態勢が実効性のあるものとなっ

ているかモニタリングを実施してまいります。 

64 第二種資金移動業者において、利用者１人当た

りの受入金額が 100 万円以下の場合には、為替取

引に用いられるものではないかを当該資金移動

事業者が積極的に確認する必要はないというこ

とでよいか。 

 第二種資金移動業を営む資金移動業者は、利用

者１人当たりの受入額が100万円を超えている場

合に、利用者から受け入れた資金が為替取引に用

いられるものであるかどうかを確認するための

体制整備義務が課されることとなります。 

他方で、利用者１人当たりの受入額が 100 万円

以下である場合には、こうした体制整備義務は課

されませんが、利用者から受け入れた資金の金額

の多寡にかかわらず、資金移動業者が為替取引と

無関係に利用者から資金を受け入れた場合には、

出資法の預り金規制に抵触するおそれがあると

考えられることは、従前と変わりありません。 

65 当社（第二種資金移動業）においては基本的に

は受領した金額から送金手数料を控除したあと

の金額は全額送金しているものの、下記の理由に

より稀に預り金（滞留）が発生することがある。 

 第二種資金移動業を営む資金移動業者は、利用

者１人当たりの受入額が100万円を超えている場

合に、利用者から受け入れた資金が為替取引に用

いられるものであるかどうかを確認するための

体制整備義務が課されることとなります。 
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・送金手数料にも満たない少額の入金・振込が当

社銀行口座にあり、送金人に連絡が取れない

（取れなくなった）ケース 

・振込があったものの当社顧客からのものではな

く、当社に送金指示もないため、振込人に連絡

が取れず、返還が困難となっているケース 

・送金の際に相手国の法令（送金上限額）または

日中の為替レート変動により送金額の減額を

余儀なくされ、本来の送金希望額との差が預り

金として残るケース（送金依頼人は差額を認識

しており、「次回送金時に残金を加算する」と

していたものの、その後しばらくして連絡がつ

かなくなったケース） 

・送金を行った後、数か月を経ても受取人が受領

しないため先方金融機関より返金されたが、送

金人と連絡が取れず返還できなくなったケー

ス 

事務ガイドライン（資金移動業者）によれば、

金額が 100 万円を超えない分については、適宜社

内規則等により適切な取扱いをすることとし、具

体的な確認方法、判断基準、対応方法を定めるこ

ととしているが、そもそも連絡が取れなくなって

しまった顧客については、事実上、当社における

追加の対応方法はなく顧客からの連絡を待つ以

外ない。このような当社に瑕疵のないケースは、

今回の滞留規制の対象となるものか確認をお願

いしたい（当社はこれらの資金は適切に管理して

いるものの、顧客側の理由により返金できないこ

とによって改正後の事務ガイドライン（資金移動

業者）に抵触するものではないことの確認をお願

いしたい）。 

また、連絡が取れる顧客については、「各社の

（裁量により）策定する独自の基準により資金の

返還を行う、又は資金を預かったままにする」と

いう理解でよいか。送金者が近い将来必ず送金す

ると表明した場合、（第一種資金移動業とは異な

り）まだ送り先、送金日、送金額が特定されてい

ない場合においても、100 万円を超えない範囲に

おいては資金を預かることは可能という理解で

よいか。 

他方で、利用者１人当たりの受入額が 100 万円

以下である場合には、こうした体制整備義務は課

されませんが、利用者から受け入れた資金の金額

の多寡にかかわらず、資金移動業者が為替取引と

無関係に利用者から資金を受け入れた場合には、

出資法の預り金規制に抵触するおそれがあると

考えられることは、従前と変わりありません。 

なお、利用者と連絡が取れない場合には、テロ

資金供与及びマネー・ローンダリング対策の観点

から、リスク評価を見直すと共に、事業者におい

て当該顧客の事情等を勘案した上で、規約等に沿

って取引の制限や解約等のリスク低減策を慎重

に検討することが重要と考えます。 
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66 （注２）の「為替取引に用いられることがない

と認められる利用者の資金を保有しないための

措置」は何を意味するのか。利用者１人当たりの

受入額が 100 万円を超えている場合、利用者資金

が為替取引に関するものであるかを確認するこ

とでよいか。「為替取引に用いられることがない

と認められる利用者の資金を保有しないための

措置」は、資金移動業者府令第 30 条の２の見出

しとして使われていたり、同条第２項の文言とし

て使われていたりするため、多義的であり大変わ

かりにくい。 

 貴見のとおり、事務ガイドライン（資金移動業

者）Ⅳ－１－１（注２）は、資金移動業者府令第

30 条の２第１項の規定による体制整備に関する

留意事項を記載したものです。 

67 払出しの方法等、資金を保有しないための措置

としてどのような対応を行うかは、各社の判断や

各社の業務運営方法によってさまざまであり、記

載の内容はあくまでも例示であること、事業者の

判断で方法等を選択できると解してよいか。 

 貴見のとおりと考えます。 

68 「利用者に払出しを要請し」でいう「払出し」

は、銀行口座への出金だけではなく、決済での利

用や送金等も含むか。 

 貴見のとおりと考えます。 

69 「その他の当該資金を保有しないための措置」

とは、ユーザーの事前同意のうえ、第二種資金移

動業のアカウントに滞留している残高を前払式

支払手段に変更することでもよいか。 

 ご指摘の事例も「当該資金を保有しないための

措置」に該当し得るものと考えますが、資金移動

業の利用者にとっては、前払式支払手段の購入後

は、換金が不可となり、事業者に対する利用者資

金の保全義務が全額から半額になるといった不

利益が生じるものと考えられるため、利用者の保

護及び資金移動業の適正な遂行を確保する観点

から、利用者からの明確な意思表示を受けて行う

ことが適当と考えます。 

70 長期滞留の疑いありとして顧客に払戻しする

場合、払戻し先（銀行口座情報など）を再三問い

合わせたにも関わらず、顧客より応答がなく払戻

しができないような場合も想定される。そのよう

な場合には、やりとりの経緯等を適切に保存して

おけば、止むを得ず払戻し不可能として、受入資

金をそのまま当社ウォレットに置いておくとい

うことでもよいか。 

 事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅳ－１－１

（注１）に記載しているとおり、払出し先として、

予め利用者の銀行口座を登録するなどの対応を

図っておくことが適当と考えます。 

なお、利用者と連絡が取れない場合には、テロ

資金供与及びマネー・ローンダリング対策の観点

から、リスク評価を見直すとともに、事業者にお

いて当該顧客の事情等を勘案した上で、規約等に

沿って取引の制限や解約等のリスク低減策を慎

重に検討することが重要と考えます。 

71 顧客から受け入れた外貨について、海外送金に

使われないまま滞留してしまった場合、資金の引

 払戻しにより生じる費用等については、利用者

保護の観点から、利用者が不測の不利益を被るこ
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出しを要請したり返金したりすることになるが、

その場合円に転換した後で返金すると為替差損

を顧客が被る可能性がある。そうした場合、顧客

にその可能性を指摘しておけば、為替差損を補塡

することなく円での返金を行っても問題ないか。

外貨の返金は外貨のまま行う必要があるか。 

とがないように、利用規約等に明記しておくなど

の対応を図ることが適当と考えます。  

72 長期滞留の疑いありとして顧客に払戻しする

場合、払戻しに当たっての手数料を顧客にチャー

ジすることは認められるか（手数料を顧客に負担

させることは顧客に対して不利益を与えること

になる一方、事前に規約等で明示しておけば、不

要な滞留資金を受け入れる必要がなくなると思

われる）。 

73 制裁対象者・疑わしい取引の調査対象者として

口座凍結を行っている場合、然るべき期間は当社

で資金を留保することとなるが、これは滞留規制

の趣旨には反しないということでよいか。 

 個別事例ごとに実態に即して実質的に判断さ

れるべきものと考えますが、ご指摘のような事例

については、基本的には、滞留規制の趣旨には反

しないものと考えます。 

74 滞留防止措置などについては、当社内でシステ

ム対応が必要であり、完了まで時間がかかること

も想定される。新法令・ガイドライン施行後、必

要な態勢整備までに一定の猶予期間を設ける予

定はあるか。 

 ご指摘のような猶予期間はありませんので、改

正法（資金決済法の改正部分）の施行日以降は、

各資金移動業者のビジネスモデルを踏まえて必

要な体制が整備されている必要があります。 

75 当初は「外国人労働者」への給与の支払方法と

して議論されてきた、「給与振込先」としての資

金移動業者としての目的はどうなったのか。われ

われ資金移動業者は、日本で銀行口座が開設でき

ない外国人労働者や銀行口座にアクセスのない

方に、資金決済手段を提供したいのである。その

ような社会的意義のあるサービスを提供するこ

とが、今回の「滞留規制」の導入によって、封じ

られてしまうことになる。例えば、給与口座であ

れば、残高が 100 万円を超えてくる給与の方もい

るであろう。残高が多いからと、100 万円を超え

たら払い出されてしまうようなサービスは果た

して利用者の保護になるのか。 

また、今回の改正では滞留したら返還する銀行

口座等が必要とされているが、そもそも払い出せ

るような銀行口座がないから、資金移動業者のサ

ービスのニーズが高まっているのである。「滞留

させない」こと、そしてそのために「銀行口座が

 資金移動業者府令第 30 条の２第１項の規定に

よる体制整備義務は、一部の資金移動業者におい

て資金決済法制定時の想定の範囲を超えて利用

者の資金が滞留しているとの指摘があったこと

を踏まえ、利用者保護等の観点から新設したもの

です。他方で、この体制は、各資金移動業者のビ

ジネスモデルを踏まえつつ、規定の趣旨に照らし

て実効性のあるものとなるように整備されるべ

きものであり、特定のビジネスモデルを禁止する

ような画一的な規制とはなっていないものと認

識しております。 

 なお、資金移動業者の口座への賃金支払につい

ては、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科

会において、労使双方のご意見を踏まえつつ、検

討が行われているものと承知しております。 
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必須」と解釈できるような今回の改正は、本当に

ユーザーの利便性を考えているのか。我々は、給

与口座として、銀行口座がない方にこそ使ってい

ただけるようなサービスを届けたいのである。 

海外では、EMI としてライセンスを受けた事業

者が、残高が保有できて資金を移動できるような

サービスを提供している。その発展を見るにユー

ザーの利便性が高まるから需要が伸びているの

である。日本においてこの時点で EMI の成長発達

を阻害するような改正を行うのは、国際競争力を

下げることにしかならないのではないか。我々

は、新しい技術を利用して、金融のツールがない

方へサービスを提供することが社会的意義のあ

ることだと信じている。ユーザーのために便利な

サービスを開発し、海外でも展開していきたいと

ころであるところ、今回の改正により海外の EMI

と遜色ないサービスはとうてい行えないように

なってしまうと、ますます海外のプレーヤーから

遅れをとることになる。 

今一度、「滞留規制」を導入することが、本当

に世の中のためになるのかを考察していただき

たい。 

76 FATFから出ている、GUIDANCE FOR A RISK-BASED 

APPROACH TO PREPAID CARDS MOBILEPAYMENTS AND 

INTERNET-BASED PAYMENT SERVICES においては、

アカウントを保有し残高を管理するサービスが

想定されている。AML・CFT において適切な体制を

策定すれば、他国のサービスプロバイダーと同様

のサービスを展開できるようするべきではない

だろうか（EUの Payment Service Directives に

おいても滞留規制はない）。海外においては、EMI

は銀行よりも緩和した要件で運営できるのに対

し、日本では滞留規制によりそもそも EMI という

サービスが創設されない仕組みとなってしまっ

た。日本だけに滞留規制を導入するのはイノベー

ションを阻害しグローバルな環境での競争を阻

害しないだろうか。 

77 100 万円以下の場合、原則、対応不要であるこ

とを資金移動業者府令第 30 条の２で明確化して

いただきたい。府令の条文案では１円から対象に

 資金移動業者府令第30条の２第２項の規定は、

資金移動業者が為替取引と無関係に利用者から

資金を受け入れた場合には、出資法の預り金規制
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なりうるように記載されており、金融庁のさじ加

減１つで過大な規制を課されるリスクがあると

懸念している。また、この場合、休眠ユーザーの

数円の資金が滞留することについてまで銀行振

込等の手数料を負担して返金対応が必要になる

とすれば不合理である。予見可能性および規制の

必要性の観点から見直しをお願いしたいと考え

ている。 

なお、決済・仲介 WG報告（Ｐ８～９）や法改正

の際の説明資料（Ｐ８）とも違う内容になってお

り、これまでの議論が無意味なものとなっている

印象がある。 

資金移動業者府令で100万円以下に関する部分

の滞留について、対象外としたとしても、出資法

の制約を上書きするものではないことから、事務

ガイドライン（資金移動業者）上で「100 万円以

下の場合も出資法の預り金規制に抵触しないよ

う留意することが必要」と記載することで反対解

釈による潜脱は防止できるように考える。 

システム対応をすることを要求しているよう

に読めるが、滞留しているユーザーの情報さえ抽

出できれば、それ以降の運用はシステム的である

必要はないと考えられるため、「必要な態勢を構

築すること」を要請すれば十分ではないか。 

に抵触するおそれがあるとの従前から示されて

いた考え方を踏まえ、その種別にかかわらず、資

金移動業の適正な遂行を確保する観点から新設

したものです。したがって、従前からの考え方を

踏まえ、資金移動業を適正に遂行している資金移

動業者であれば、この規定により何らかの追加的

な対応が必要となるものではないと考えます。 

なお、利用者ごとに①受入額、②受入期間、③

送金実績、④利用目的を総合考慮して、利用者資

金と為替取引との関連性を判断し、顧客資金を返

還するまでの十分な態勢を構築できるのであれ

ば、全てのプロセスについてシステム対応を求め

るものではないと考えます。 

 ▼滞留規制（為替取引に関する上限額） 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅴ－１ 

78 送金を受領した場合に残高が５万円を超過す

るような場合、一時的に超過部分を当社が預かる

ような方法は可能か。例えば、会社が一時的に送

金額を預かり、ユーザーに対して超過している旨

を通知し残高を調整してもらう。ただし、１週間

たっても残高が調整できない場合は、送金者に返

還する。 

第三種資金移動業を営む資金移動業者は、資金

決済法第 51 条の３により、第三種資金移動業の

各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債

務（第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担

する債務に限る。）を負担してはならないとされ

ていることから、一時的であっても、５万円を超

える債務を負担することはできません。 

ご指摘の一時的に超過部分を預かるような方

法や受取人のアカウント残高の調整の詳細が明

らかではありませんが、第三種資金移動業に係る

為替取引に関し５万円を超える債務を負担する

場合、資金決済法第 51 条の３に違反するものと

考えます。また、資金移動業者が為替取引と無関

係に利用者から資金を受け入れた場合には、出資
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法の預り金規制に抵触するおそれがあると考え

ます。 

79 受取人のアカウント残高が５万円を超過する

場合には、超過分を自動的に銀行口座に出金する

等の契約にすることが挙げられているが、受取人

のアカウントに送金後、速やかに超過分を出金す

る措置が採られていれば、受取人のアカウントに

おいて送金を受けること自体は可能という理解

でよいか。それとも、送金前に超過予定分を出金

すること（超過予定分の出金が確認されるまで送

金を実行できない）まで求められるのか。 

第三種資金移動業を営む資金移動業者は、資金

決済法第 51 条の３により、第三種資金移動業の

各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債

務（第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担

する債務に限る。）を負担してはならないとされ

ていることから、一時的であっても、５万円を超

える債務を負担することはできません。 

受取人のアカウント残高（為替取引に関し負担

する債務の額）は常に５万円を超えることはでき

ず、超過することを前提に、事後的に当該超過を

解消する対応は認められません。 

80 外国通貨建てのサービスを提供する場合に為

替取引に関する債務が５万円相当額を超えない

よう努めることは当然としても、為替相場の変動

を正確に予測することは不可能である以上、急な

変動により５万円相当額を超えた場合には、速や

かに払出しを実施する等によりその状況の解消

に努めることで足りると考えてよいか。 

第三種資金移動業を営む資金移動業者は、資金

決済法第 51 条の３により、第三種資金移動業の

各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債

務（第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担

する債務に限る。）を負担してはならないとされ

ていることから、一時的であっても、５万円を超

える債務を負担することはできません。 

そのため、外国通貨建ての資金移動サービスを

提供する場合、例えば、利用者からの受入上限額

を５万円より少額に設定するなど、為替相場の変

動により５万円を超える債務を負担することの

ないよう、措置を講じる必要があります。 

81 「５万円相当額を超えない仕組み」について、例

えば、受取人たるユーザーの事前同意のうえ、５

万円を超過する金額を、当該受取人が有する（併

営の）第二種資金移動業や前払式支払手段のアカ

ウントに受け入れる方法は可能か。 

予め利用者の同意を得た上で、第三種資金移動

業のアカウントで受け入れることができない利

用者の資金を前払式支払手段の購入に充てるこ

とや、第二種資金移動業のアカウントで受け入れ

ることも許容されるものと考えます。 

なお、前払式支払手段の購入については、資金

移動業の利用者にとっては、前払式支払手段の購

入後は、換金が不可となり、事業者に対する利用

者資金の保全義務が全額から半額になるといっ

た不利益が生じるものと考えられるため、利用者

の保護及び資金移動業の適正な遂行を確保する

観点から、利用者からの明確な意思表示を受けて

行うことが適当と考えます。 

82 予め登録された利用者の銀行口座に出金する

等の契約にすることのほか、予め利用者の前払式

支払手段のアカウントや第二種資金移動業のア

カウントに残高を積み増す契約にすることも、超

過防止措置の例示に含まれると解してよいか。 

 ▼預貯金等管理方法による管理に係る態勢等 
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事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅴ－２ 

83 業者において分別管理が徹底されない場合に

は、利用者資金の保全に著しく欠ける恐れがあ

る。この点、分別管理の方法や運用状況について

は、実効的なモニタリングが行われるとの理解で

よいか。 

貴見のとおりです。 

 ▼複数種別の資金移動業を併営する場合の弊害防止 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅵ－１－１ 

84 「種別ごとに勘定を設け」とあるのは、事業者

側が勘定を区分することが求められるものであ

り、例えば、利用者への見え方として、①の「分

かりやすく容易に知ることができるようにする

ための措置」を講じていれば、第二種資金移動業

と第三種資金移動業のサービス名（電子マネーの

名称等）やアカウントを共通にすることも許容さ

れるのか（利用状況の履歴については種別ごとに

表示することを想定）。 

 第三種資金移動業については、資産保全に関し

供託等のほか預貯金等管理方法による管理が認

められていることを踏まえると、第二種資金移動

業のアカウントと明確に区分し、利用者が容易に

区分を知ることができる措置を講ずる必要があ

ると考えます。その上で、第二種資金移動業と第

三種資金移動業の各アカウント残高や利用状況

をわかりやすく明示しつつ、両アカウントの残高

を統合して表示することや、統合したサービス名

を付すことは許容されると考えます。 

ただし、その場合には、資金の移動に際し、ど

ちらのアカウント残高を優先的に使用するのか

について、顧客の選択制とする、又は予めルール

を定め実行するといった対応が必要になるもの

と考えます。 

85 第一種資金移動業と第二種資金移動業を併営

している場合につき「第二種資金移動業として利

用者から受け入れた資金について、第一種資金移

動業に係る為替取引のための資金に振り替える

ことを防止する措置」とあるが、送金額・送金日

時・送金先を明示した第一種資金移動業に係る具

体的な送金指図とともに、顧客の指図に基づき、

第二種資金移動業としての受入資金を第一種資

金移動業としての受入資金に振り替えることは

許容されるか。こうした場合にまで、第二種資金

移動業の受入資金を顧客において一度出金した

上で、再度第一種資金移動業に係る受入資金とし

て入金することを要するのか。 

 資金移動業者府令第 30 条の４の規定は、第二

種資金移動業において受け入れている利用者資

金を第一種資金移動業の為替取引に用いること

で、第一種資金移動業の滞留規制が潜脱されるこ

とを防止するためのものであり、第一種資金移動

業に係る具体的な為替取引の指図があったとし

ても、第二種資金移動業としての受入資金を第一

種資金移動業としての受入資金に振り替えるこ

とは認められません。 

なお、第一種資金移動業と第二種資金移動業を

併営する資金移動業者が、例えば、同一の利用者

から、第一種資金移動業で 200 万円の入金・為替

取引の指図を受けるとともに、第二種資金移動業

で 100 万円の為替取引の指図を受け、合計 300 万

円の為替取引を同時に行うことは可能と考えま

す。 
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86 第一種資金移動業及び第二種資金移動業を営

む場合に必要な措置について、制度趣旨はよく分

かるが、第二種資金移動業のアカウントから一々

銀行等の預金口座に出金しなければならないの

は利用者にとって煩瑣である。将来的には、第二

種資金移動業の滞留規制が遵守されていること

を前提に、第二種資金移動業から第一種資金移動

業へのアカウント残高の付け替えを認めること

をご検討いただきたい。 

 第二種資金移動業において利用者から受け入

れることが可能な資金は、100 万円以下の為替取

引に用いるためのものであることから、資金移動

業者府令第 30 条の２第１項に規定する体制が実

効性あるものとなっていれば、当該資金を 100 万

円超の為替取引のために用いることは想定され

ないものと考えます。 

なお、第一種資金移動業と第二種資金移動業を

併営する資金移動業者が、例えば、同一の利用者

から、第一種資金移動業で 200 万円の入金・為替

取引の指図を受けるとともに、第二種資金移動業

で 100 万円の為替取引の指図を受け、合計 300 万

円の為替取引を同時に行うことは可能と考えま

す。 

 ▼認可の申請の審査 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅷ－２－２（２） 

87 「為替取引の上限額に見合った財産的基礎」に

ついて、特定の金額（（例）純資産 10億円）等の

金額の想定はあるか。また、上限金額との関係に

おいて、特定の割合（（例）上限金額の同額以上）

等の計算式の想定はあるか。 

「為替取引の上限額に見合った財産的基礎」に

ついては、第一種資金移動業の適正かつ確実な遂

行を確保する観点から、申請者の規模・特性等に

応じ、収支計画や利用者の損失の補償方針等を踏

まえ、総合的に審査します。 

88 「為替取引の上限額に見合った財産的基礎を

有しているか。」とされているが、上限額に応じ

て、どのような財産的基礎を求めるつもりなの

か。その具体的目安や考え方を示していただきた

い。 

 ▼認可の条件 

事務ガイドライン（資金移動業者）Ⅷ－２－２（３） 

89 認可に際して付すことのできる「条件」とは具

体的にどのような条件が想定されているか。 

個別具体的な事案に応じて判断されるべきも

のと考えます。 

 ▼その他 

90 技術革新の進展により、今後、事業者間の連携

は増加し、それぞれに管理態勢が構築されること

が予想される。金融庁におかれては、各事業者間

の管理態勢を俯瞰の上、適時適切に監督指針を見

直すこと等により、あるべき管理態勢について事

業者に対してお示しいただき、規制の予見可能性

が高まるようにお願いしたい。 

 監督指針及び事務ガイドラインについては、こ

れまでも必要に応じて改正を行ってきたところ

です。技術革新の進展を踏まえ、今後事業者にお

いて多様なサービスが提供されていく中、当該サ

ービスに応じた管理態勢について、必要に応じて

監督指針及び事務ガイドラインを見直してまい

ります。 
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91 第一種資金移動業・第二種資金移動業のサービ

ス概念において当社グローバルでのサービス概

念と異なるため、この度の新たな要件遵守におい

てシステム変更等が必要になると、要件を網羅出

来るまでに時間を要する可能性がある。みなし登

録第二種業者としてのみなし期間の延長や、現行

提供サービス形態に沿った概念条件の緩和等ご

考慮いただきたい。その為に、早い段階で金融庁

担当部署と相談・確認をしたいが、その窓口を早

急にご用意いただけるか。 

貴重なご意見として承ります。改正法（資金決

済法の改正部分）の施行に当たっての相談等につ

いては適切に対応してまいります。 

なお、みなし登録第二種業者のみなし期間につ

いて、特段の期限はありません。 

 ●事務ガイドライン（前払式支払手段発行者関係） 

 ▼不祥事件に対する対応 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－１－３ 

92 「自己又はその役員若しくは従業者に前払式

支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行

為」又は「前払式支払手段の発行の業務の健全か

つ適切な運営に支障を来す行為」を不祥事件とし

て定義しているが、「なお」以下の、「不祥事件と

は、前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違

反する行為の外、次に掲げる行為が該当する」に

おける「前払式支払手段の発行の業務に関し法令

に違反する行為の外、次に掲げる行為」とは、「前

払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運

営に支障を来す行為」の具体例を列挙したもので

あるとの理解で間違いないか。 

貴見のとおりです。 

93 「不祥事件と前払式支払手段の発行の業務の

適切性の関係については、以下の着眼点に基づき

検証を行うこととする」とあるが、定義上「不祥

事件」自体が、そもそも「前払式支払手段の発行

の業務の適切性」に関係し問題のある行為を指す

ものと思われる。ここでいう「適切性の関係」の

「検証」とは何を目的とした検証か。事務ガイド

ライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－１－３－２

にいう、重大性・悪質性を判定するための検証と

の認識で齟齬はないか。 

前払式支払手段発行者が業務を行う中で、不祥

事件について、適切な対応が行われていたか、確

認することを目的とした検証であると考えます。 

なお、重大性・悪質性については、事務ガイド

ライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－１－３－１

②の着眼点に基づき検証した事項を加味した上

で判定するものと考えます。 

 ▼情報の提供義務 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－２－１ 

94 「利用者の正確な理解を妨げない範囲で、実務

を踏まえた合理的な方法」とは、画一的に定める

のではなく、利用者に周知するのに適切と思われ

貴見のとおりと考えます。 

なお、漏れなく前払式支払手段の利用者に情報

提供されることとしているか、利用者の目線に立
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る方法を発行者が判断し、周知を行えばよいの

か。 

った際に利用者の正確な理解を妨げるものとな

っていないかについてご留意願います。 

95 「利用者の正確な理解を妨げない範囲で、実務

を踏まえた合理的な方法」として想定されている

ものはあるか。例えば、紙型前払式支払手段の場

合に、購入利用にインターネットを介さないもの

であっても、裏面に、ホームページのリンク先を

記載した上で、利用者保護措置の事項がリンク先

に記載がある旨裏面に記載する等はこれに該当

するか。 

ご指摘のような方法で情報提供を行うことも

考えられます。 

なお、漏れなく前払式支払手段の利用者に情報

提供されることとしているか、利用者の目線に立

った際に利用者の正確な理解を妨げるものとな

っていないかについてご留意願います。 

96 合理的な方法とは、EC サイトに利用約款などと

同様に記載され提供されていればよいとの理解

でよいか。 

ご指摘の「利用約款などと同様に記載」する方

法の詳細が必ずしも明らかではありませんが、利

用約款の中で各種の規定と一体的に記載する方

法については、特に利用約款等の内容が多岐にわ

たっているような場合には、利用者の正確な理解

を妨げるものとならないか、利用者の目線に立っ

て、よく検討する必要があるものと考えます。 

なお、漏れなく前払式支払手段の利用者に情報

提供されることとしているかについてご留意願

います。 

 ▼サーバ型前払式支払手段を悪用した架空請求等詐欺被害への対応 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－２－５ 

97 詐欺被害など犯罪というべき被害に遭ったた

めに電子マネーを購入させられた場合は、被害者

の申出があった場合は払戻しを義務付けるべき

である。 

貴重なご意見として承ります。 

監督当局としては、事務ガイドライン（前払式

支払手段発行者）に基づき、発行者が返金手続等

について社内規則で定めること等により、円滑か

つ速やかに処理するための態勢を整備し、被害者

に対して適切な対応を行っているか、引き続きモ

ニタリングを行ってまいります。 

 ▼不適切利用防止措置 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－２－６ 

98 サーバ型で ID 等を送付することで保有者が第

三者へ贈答できるサービスの場合で、チャージ後

に残高を再度譲渡できない場合、本件の対象外と

して理解してよいか。 

貴見のとおりと考えます。 

99 「前払式支払手段の移転が、例えば、公序良俗

を害するような不適切な取引に利用されること

がないようにすることが必要と考えられる」とし

ているが、「不適切な取引に利用されること」と

は、具体的に、どのような場合を想定しているの

前段については、例えば、個人間で前払式支払

手段を対価として禁制品を引き渡す場合が考え

られます。 

後段については、事務ガイドライン（前払式支

払手段発行者）Ⅱ－２－６－１①から③までに掲
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か。前払式支払手段の移転に係る取引自体が不適

切なもののみを指しているのか、それとも、その

移転の結果、前払式支払手段の取得者が不適切な

取引を行う場合も含むものなのか。 

また、「不適切利用防止措置」について「字義ど

おり対応がなされていない場合であっても、・・・

特段の問題がないと認められ」る場合とは、具体

的にはどのような場合か。 

げる不適切利用防止措置と同等の実効的な措置

が講じられている場合が考えられます。 

100 「不自然な取引」として想定している具体的な

事例があれば、ご教示願いたい。 

例えば、特定の者に一定以上の金額について繰

り返し譲渡が行われている場合を不自然な取引

と考えます。 

101 「１回又は１日当たりの譲渡可能な未使用残

高の上限設定」について、他の敷居値を用いて上

限を設定した場合でも、不適切な取引に利用され

ることがないようにするという観点から適切で

あると認められる場合には、当該敷居値による上

限設定が否定されるものではないことを確認し

たい。 

また、「一定以上の金額について繰り返し譲渡

を受けている者」について、「譲渡を受けている頻

度」という観点での検知体制が否定されていない

ことを確認したい。 

字義どおりの対応がなされていない場合であ

っても、当該前払式支払手段発行者の規模や特性

等からみて、不適切利用防止の観点から、特段の

問題がないと認められれば、不適切とするもので

はありません。 

102 「主な着眼点」に記載されている未使用残高の

上限設定につき、例えば、資金移動と前払式支払

手段どちらも併せて送金/譲渡できる場合に、１

回又は１日当たりの上限額が合理的な範囲で設

定されていれば、資金移動と前払式支払手段の別

は考慮しないという対応でよいか。 

前払式支払手段の不適切利用を防止するため

の措置であるため、前払式支払手段について、１

回又は１日当たりの譲渡可能な未使用残高の上

限設定が必要と考えます。 

103 前払式支払手段（その保有者の指図を受けて、

その未使用残高の全部又は一部を前払式支払手

段発行者がその使用に係る電子情報処理組織を

用いる方法その他の方法により当該保有者から

他の利用者に移転することができるものに限

る。）を発行する場合にあっての移転することが

できる未使用残高の上限の設定については、１回

ないし１日当たりの譲渡金額の制限を設けるだ

けでなく、複数日にわたる上限設定を設けるべき

である。 

貴重なご意見として承ります。 

発行者が提供する仕組みの中で未使用残高の

移転が可能な前払式支払手段については、使途が

限定され、現金化ができないといった特性や、利

用者利便に与える影響にも留意しつつ、発行者に

対し、当該前払式支払手段の不適切な利用を防止

するための適切な措置を講じることを求めるこ

ととしたところですが、更なる対応の必要性の有

無については、こうした新たな規制の施行状況を

踏まえながら検討していくべきものと認識して

おります。 

 ▼不正取引に対する補償 
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事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－２－９ 

104 「前払式支払手段の発行の業務の内容及び方

法に照らし必要があると認められる場合とは、例

えば・・・前払式支払手段の利用者以外に損失が

発生するおそれのある場合」とあるが、銀行口座

連携の場合以外で想定されるのは、どのような場

合か。クレジットカードと連携している場合も含

まれるとすると、クレジットカードを保有する者

全員が対象になりかねず、もともとクレジットカ

ードの仕組みで不正利用の防止が図られている

ことを踏まえると過剰な対応と思われる。 

このように、「前払式支払手段の利用者以外に

損害が発生するおそれのある場合」という文言か

らは、無限に範囲が広がってしまうので、銀行口

座連携を想定しているのであれば、その場面に限

定した記載としていただけないか。 

 例えば、連携する銀行口座の預金者のほか、ご

指摘のような連携するクレジットカードの名義

人も考えられます。 

 前払式支払手段の利用者ではない者が被害者

となる場合も想定されるため、当該前払式支払手

段の発行者の補償方針を「不正取引が発生した場

合に損失が発生するおそれのある前払式支払手

段の利用者以外の者」も容易に知り得る状態にお

くことが必要と考えますので、原案のとおりとさ

せていただきます。 

 ▼システム管理 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－３－１ 

105 「統合された複数のサービスの一部として」と

あるが、銀行口座と連携しチャージを行うものな

どとの理解でよいか。その他具体的にはどのよう

なイメージのサービスのことか。 

例えば、１つのスマホアプリの中に複数のサー

ビスがあり、その１つとして前払式支払手段発行

業務がある場合のように、様々なサービスを統合

して提供する際には、サービス全体を踏まえたシ

ステムリスク管理が求められると考えます。 

銀行口座との連携等もこれに含まれるほか、例

えば、スマホアプリの中で、SNS 機能等の他のサ

ービスと連携した形態で提供されているサービ

ス等がこれに該当すると考えます。 

106 「敷居値を設定すること」とあるが、具体的に

どのような敷居値か。 

敷居値は、監督当局が提示するものではなく、

各社の判断で決定されるべきものと考えます。他

社事例も参考にした上で、自社の取引の急増を想

定した敷居値を設定することを求めているもの

です。 

107 金融機関、クレジットカード会社を含む、シス

テム的に直接連携する全ての連携先との訓練を

実施することを求めているものであり、間接連携

（連携先の連携先）は含まないと解してよいか。 

貴見のとおりと考えます。 

 ▼事務リスク管理 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－３－２ 

108 事務リスク管理については、登録審査や監督上

のハードルを上げるものではなく、事業者におけ

第三者型前払式支払手段発行者の登録を受け

ている事業者が、資金移動業者の登録も受け、一
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るリスク管理のあり方を明確化したものとの理

解でよいか（資金移動業における従前の実務の蓄

積と同様の水準という理解でよいか）。「なお、字

義どおりの対応がなされてない場合」との記述に

ついては、資金移動業と異なり、前払式支払手段

の特性等に応じた柔軟な対応を許容するという

趣旨か。 

体的なサービスを提供する例が増加してきてい

るところ、事務ガイドライン（前払式支払手段発

行者）と事務ガイドライン（資金移動業者）を整

合的にしたものであり、資金移動業における従前

の実務の蓄積と同様の水準という理解で差し支

えありません。 

また、前払式支払手段は種類（紙型等）や規模

が多様であるため、一律の対応を求めるものでは

なく、規模や特性等に応じた対応がとられるべき

ものと考えます。 

 ▼外部委託 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－３－３ 

109 事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ

－３－３－１①から⑪まではやらなければなら

ないことと認識しているが、非常に細かな内容と

なっており、委託先との契約内容から見直す必要

があるか。 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ

－３－３－１①から⑪までについては、利用者保

護及び業務の健全かつ適切な運営を確保するた

め、前払式支払手段発行者の業容に応じてご留意

いただきたい点を示したものであり、必要に応じ

契約内容を見直すなど、適切な措置を講じるべき

ものと考えます。 

110 「委託契約によっても当該前払式支払手段発

行者と利用者間の権利義務関係に変更がなく、利

用者に対しては、当該前払式支払手段発行者自身

が業務を行ったものと同様の権利が確保されて

いることが明らかとなっているか」とあるが、「明

らか」というのは、前払式支払手段発行者と利用

者間の会員規約又は利用者が閲覧できるウェブ

画面若しくは書面等で明らかになっている、とい

う意味でよいか。 

貴見のとおりと考えます。 

111 「利用者との現金の受払いを委託する場合に

は、委託先が利用者との現金の受払いを行った際

に、適切に当該現金の受払いに係る未使用残高の

増減を把握できる措置を講じているか」という点

について、例えばどのような措置を想定されてい

るかご教示いただきたい。 

前払式支払手段発行者の業務を委託する場合

に、発行額・回収額・払戻額を適切に把握できる

措置を講じていただくことを想定しています。 

 ▼前払式支払手段の払戻し  

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－３－４ 

112 「内閣府令第 42 条第１号又は第２号」を「内

閣府令第 42 条第１項第１号又は第２号」に、同

ハの「内閣府令第 42 条第４号」を「内閣府令第

42 条第１項第４号」に修正すべきではないか。 

ご指摘を踏まえ、「内閣府令第 42 条第１項第１

号又は第２号」及び「内閣府令第 42 条第１項第

４号」に修正しました。 
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 ▼加盟店の管理（第三者型発行者のみ） 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅱ－３－５ 

113 加盟店の管理に関し、事務ガイドライン（前払

式支払手段発行者）Ⅱ－３－５－２の改正案で

は、問題点を解消するには不十分であり、電子マ

ネー発行会社及び決済代行業者に割賦販売法第

35 条の 17 の８及び割賦販売法施行規則第 133 条

の５ないし 10 と同様の加盟店管理責任の規定を

設けるべきである。 

貴重なご意見として承ります。 

なお、例えば、前払式支払手段発行者が決済代

行業者等の第三者に加盟店の管理を委託する場

合には、当該前払式支払手段発行者は、当該委託

に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するた

めに必要な措置を講じる必要があり（資金決済法

第 21条の２）、これを通じて、加盟店が販売・提

供する物品・役務の内容について「公の秩序又は

善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるもの

でないこと」（資金決済法第 10条第１項第３号）

を確保するなど、適切に加盟店管理を行う必要が

あるものと考えます。 

 ▼発行届出書、登録申請書の受理等 

事務ガイドライン（前払式支払手段発行者）Ⅲ－２－１ 

114 委託契約の内容についての記載事項が定めら

れているが、改正法等施行以前の委託契約につい

ては、どのような取扱いとなるのか。 

事務ガイドラインⅢ－２－１（１）・（３）①ハ

ａからｅまでに掲げる委託契約の内容について

は、必ずしも契約書での対応を求めるものではな

く、別途、当該契約内容が担保される書面等があ

れば足りるものと考えます。 

115 「資金決済に関する法律等を遵守する旨の文

書」について、委託契約書の内容に記載している

こととあるが、委託契約書内に資金決済に関する

法律等を遵守する旨を盛り込めば足るのか。契約

書以外に文書が必要となるのか。 

委託契約書に「資金決済に関する法律等を遵守

する旨」を盛り込めば足りるものと考えます。 

ご指摘を踏まえ、「資金決済に関する法律等を

遵守する旨」に修正しました。 

116 「資金決済に関する法律等を遵守する旨の文

書」とあるが、「資金決済に関する法律等を遵守す

るという規定」を委託契約に規定するというわけ

ではなく、その「文書」を規定するという意味か。

法令遵守の旨を規定するという主旨であればわ

かるが、「文書」を「規定する」という内容になっ

ているので、主旨が判然としないので確認した

い。 

117 「委託業務の取扱いに必要な経費の分担に関

する事項」について、委託料以外の経費負担がな

い場合は、「ない」と委託契約において規定する必

要があるということか。または「各自が保有する

システムに関する費用は、各々負担する」という

点を委託契約で規定すればよいのかを確認した

委託料以外の経費負担がない場合には、特段の

記載は不要と考えます。 
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い。 

118 「営業用の施設及び設備の設置主体等」につい

て、システムインフラのみを委託する場合、つま

り、店頭でのチャージ等の委託を想定しない場

合、「営業用の施設及び設備」というものが観念さ

れないと考える。この場合、「なし」と委託契約で

規定すればよいのか。 

それとも、この場合においては、当該システム

インフラを誰が保有するのかを委託契約で規定

すればよいのかを確認したい。 

システムインフラの保有主体を記載すれば足

りるものと考えます。 

 


